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原子力安全委員会 原子力安全基準・指針専門部会 

立地指針等検討小委員会 第１０回会合 

議事次第 

 

１．日 時：平成２２年２月１９日（金）１０：０２～１２：３６ 

 

２．場 所：中央合同庁舎第４号館１階 共用１２０会議室 

 

３．議 題： 

  （１）立地指針等に関する検討について 

  （２）その他 

 

４．配付資料 

   立小委第１０－１号 事務局への要請事項 

   立小委第１０－２号 原子力安全基準・指針専門部会第１４回会合におけ

る立地指針等検討小委員会の検討状況報告に係る委

員意見について 

   立小委第１０－３号 ＬＯＣＡ時スカイシャイン線量の評価手法に係る検

討 

   立小委第１０－４号 立地指針等検討小委員会第９回会合における意見の

まとめ（案） 

   立小委第１０－５号 個人線量の判断めやすについて 

   立小委第１０－６号 「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の

めやすについて」及び関連する安全審査指針類の改

訂に関する調査審議状況についての中間報告書

（案） 

   立小委第１０－７号 「中間報告書（案）」への意見 

   立小委第１０－８号 岡本委員のコメント 
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出 席 者 

 

●委員 

  △石島 清見       岡本 孝司       梶本 光廣 

   川上 博人       酒井 一夫       竹下  功 

  ◎平野 光將       藤城 俊夫       本間 俊充 

   山内 喜明 

 

注）◎：主査、△：主査代理 

 

●原子力安全委員会 

   早田 邦久       久木田 豊 

 

●オブザーバー 

   辻倉 米蔵（電気事業連合会） 

   浦田  茂（電気事業連合会） 

   宮野  廣（日本原子力学会） 

 

●原子力安全・保安院 

   大島 俊之 

 

●事務局 

   角田 英之       山田 知穂        日高 昭秀 

   高坂  潔       佐藤 博之        
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午前１０時０２分 開会 

○平野主査 それでは、所定の時間がまいりましたので、第１０回の立地指針等

検討小委員会を開催したいと思います。 

 本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。 

 いつものことですが、この会合は公開となっておりますので、発言内容は速記

録として残すことになっております。ご発言が重ならないよう、発言は進行役の

指名後ということでよろしくお願いいたします。 

 それでは続いて、事務局から人事異動のお知らせと定足数の確認、配布資料の

確認をお願いいたします。 

○日高安全調査管理官 ２月１日付けで安全調査管理官を拝命いたしました日高

昭秀と申します。前任の与能本同様よろしくお願いいたします。 

 次に、定足数の確認をさせていただきます。 

 本小委員会は専門委員からなる全構成員の２分の１の出席で会合が成立するこ

とになっております。現在の構成員数は１１名、定足数は６名ですが、現時点で

９名の専門委員がご出席ですので、定足数に達しております。 

 なお、現在、本会合と同時時間帯で、原子力安全委員会が主催する２つの会議、

高速増殖原型炉もんじゅ安全性調査プロジェクトチーム及び耐震のワーキング・

グループ２も開催されておりまして、岡本委員は、その両会合のメンバーもお願

いしておりますので、本会合はご都合がつけば後ほどご出席いただけることにな

っております。 

 また、本日は電気事業連合会からオブザーバーとしまして浦田様にご出席いた

だいておりますので、ご紹介させていただきます。 

○電気事業連合会（浦田氏） 浦田と言います。よろしくお願いします。 

○日高安全調査管理官 続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

 お手元に配布されております議事次第、その下に配布資料がございます。 

○佐藤安全調査官 それでは、議事次第に基づいて配布資料を確認させていただ

きます。 

 まず、立小委第１０－１号としまして、事務局への要請事項、立小委第１０－

２号としまして、原子力安全基準・指針専門部会第１４回会合における立地指針

等検討小委員会の検討状況報告に係る委員意見について、立小委第１０－３号と
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しまして、ＬＯＣＡ時スカイシャイン線量の評価手法に係る検討、立小委第１０

－４号としまして、立地指針等検討小委員会第９回会合における意見のまとめ

（案）、立小委第１０－５号としまして、個人線量の判断めやすについて、立小

委第１０－６号としまして、「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の

めやすについて」及び関連する安全審査指針類の改訂に関する調査審議状況につ

いての中間報告書（案）、立小委第１０－７号としまして、「中間報告書

（案）」への意見、立小委第１０－８号としまして、岡本委員のコメントがお手

元に配られていると思います。 

 それと常備資料としまして、赤いファイルと黄緑のファイルですが、今までの

立地小委での配布資料という形でご用意させていただいております。 

 資料は以上です。不足等ありましたら、事務局の方にお願いいたします。 

○平野主査 よろしいでしょうか。 

 それでは、今の議事次第に基づきまして、まず立小委第１０－１号、事務局へ

の要請事項について、事務局からご説明いただきます。 

○日高安全調査管理官 立小委第１０－１号、事務局への要請事項でございます

が、前回は作成しておりませんで、今回から復活させていただきました。 

 具体的に付け加えたところは最後のページ、４ページでございます。 

 第８回、「事業者・学協会の立場から意見を述べる機械を設けて欲しい。」と

いうことで、それに対応して第９回では、電気事業連合会、それから日本原子力

学会さんの方から意見を述べていただきました。 

 それから第９回、前回１２月１５日ですが、「放射線防護ＷＧの「中間整理」

に対する対応案については再検討」となったわけですが、これにつきましては、

本日は資料が間に合いませんで、次回検討させていただければと思います。 

 それと、中間報告書（案）の第４章以降─前回は３章を議論させていただい

たわけですが、４章以降について本日議論ということで、立小委第１０－６号と

して準備いたしました。 

 ２月１日に第１４回の基準・指針専門部会が開催されたわけですが、そこで

「スカイシャイン・直接線の現行評価手法は相当保守的であり最新知見を反映し

ていないのでないか、検討いただきたい。」ということでしたので、本日、立小

委第１０－３号として資料を梶本委員の方から発表していただく予定です。 
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 それから、「環境及び人間以外の生物については記載する必要はない」として

いるのは理解出来ない。国際基準で規定しているのだし、温排水等環境への影響

についても考慮すべきではないかということで、これにつきましては、立小委第

１０－２号の資料を準備しましたので、事務局の方から説明させていただく予定

です。 

 以上です。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 それでは、次に２月１日の、今事務局から紹介のあった基準・指針専門部会に

おける立地指針等検討小委員会における検討状況についての審議についての委員

意見に対しての対応をまず事務局からご説明いただきます。 

 ちょっと補足しますと、立地小委の中間検討状況ということで専門部会に報告

しています。その中では、大きく分けて中長期的な方向性と、当面の改訂という

２つがあるんですけれども、前者については、ほぼ皆さんの意見も方向としては

まとまっているんではないかということで、審議の途中ですけれども、こんなこ

とを議論していますということで報告しています。それから、当面の改訂という

方は、項目だけを挙げて、具体的な議論の内容については説明しておりません。

従いまして、後者、当面の改訂の課題については具体的なコメントは出ておりま

せん。 

 長期的な方向については、今２つ挙げたものと、あと全体としては、中長期的

にはシビアアクシデントも考慮して、あるいは安全目標等も踏まえて、リスク抑

制という方法からやっていくのがいいのではないかという委員の意見があったと

いうふうに記憶しております。 

 それでは、立小委第１０－２号の説明をお願いいたします。 

○佐藤安全調査官 それでは、立小委第１０－２号に基づいて、原子力安全基

準・指針専門部会第１４回会合において出された意見についてご説明させていた

だきます。 

 まず１点目ですけれども、「被ばく評価手法が検討課題に含まれているが、ス

カイシャイン・直接線の現行評価手法は相当保守的であり最新知見を反映してい

ないのではないか検討いただきたい。」ということでコメントがありました。 

 これについては、スカイシャイン・直接線については指針に評価の方法を規定
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していないが、民間規格化を念頭に置きつつ検討したいというふうに考えており

ます。 

 次は、立地指針の規定は、公衆が受ける事故時のリスク低減で整理すべきでは

ないか。もう一つ、８ページ、お手元の資料がないんですけれども、解説につい

ては、設計指針等が担保することから、ある程度広がりを持った「リスク低減の

一つである」というふうに書くべきではないか。それと、立地評価指針には、立

地選定、敷地設計に係る部分という形で分けて表現すべきではないかというふう

にコメントがありました。 

 それについては、②につきましては、反映の方向で検討したい。③については、

現指針は敷地条件を規定しているが、防護設計によるところが大きいということ

で、検討するというふうに考えております。 

 次のコメントは、「一般の人が分かる言葉遣いにすべき。」ということで、

「合理的に達成できる限り低いこと」という形で書いてあるんですが、それにつ

いては、「達成できる」ということと、「できる限り低い」という形で２つの言

葉が合わさっているように書かれているということで、これをもう少し分けて書

いた方がいいのではないかというコメントをいただいております。 

 これについては、検討させていただきます。 

 もう一つ、ＡＬＡＲＡについては自主的な目標であるということで、指針の正

確とは異なるということから、立地指針には含めるべきではないのではないかと

いうコメントをいただいております。 

 これについても、検討させていただきます。 

 緊急時対応については、原災法の防災対応と関連するということと、それと、

「背景となる日本の法体系や用語について指針の解説に書くべき。」というコメ

ントをいただいております。 

 これについても、検討させていただきます。 

 「国際基準との整合性についても解説に書くべき。」ということで、これにつ

いても、検討させていただきます。 

 最後のコメントについては、高坂技術参与の方からご説明させていただきます。 

○高坂技術参与 最後のものは、１２ページの３．２．５項に、放射線の環境及

び人間以外の生物への影響については記載する必要はないということを書いてご
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ざいましたけれども、それに対して委員の方から、国際基準で規定しているのだ

し、温排水等環境への影響については考慮しているので、きちんと検討すべきで

あるというようなコメントをいただきました。 

 回答案は、現状の今まで検討小委員会で検討していた内容を整理してそこに書

いてありますが、補足資料の後ろをご覧いただきたいんですけれども、委員のコ

メントは武田委員からのコメントで、同じ内容でございます。 

 今まで検討小委員会で検討していただいたように、我が国では、立地に関して

炉規法に基づく立地審査の中で環境について見ておりますけれども、それに先立

ちまして、環境アセスの方で放射線以外の環境への影響についてはきちんと見て、

環境影響評価書をまとめて、それについて審議しているということでございまし

て、それで委員の言われた温排水等の影響に対する回答については、放射線の影

響を除いた環境への影響については、この環境アセス（環境影響評価）の中でき

ちんと評価されている。 

 今回の中間報告でまとめましたのは、「一方」以降でございまして、放射線の

環境影響評価については、炉規法に基づく設置許可に係わる立地審査あるいは安

全審査の中で、事故時の環境への放射性物質の放出が公衆に与える影響について

評価することとしているということで、「環境及び人間以外の生物についての考

慮」に対する記載については、ＩＡＥＡや米国の基準では、環境や人間以外の生

物に対する放射線の影響への考慮が要求されていることから、検討小委員会では

改訂の必要性について検討してきました。その結果、現状では、まだＩＡＥＡと

か米国の基準でも、具体的な要求が整備されていないということと、現時点では、

放射線に関しては人間より敏感な生物は確認されていないという現時点での知見

を踏まえまして、人間に対する要求が適切であれば、当面は特に要求事項は規定

する必要はないと考えるということにしております。ただし、環境保全について

の社会の関心が高まる方向とか生物環境に対する知見（ＩＣＲＰ等）の見直しも

されていることから、中長期的な検討課題としたというのが補足説明でございま

す。 

 それを基に回答（案）といたしましては、１ページにもどっていただきまして、

温排水の影響等環境への影響については、環境影響評価法に基づき、環境影響評

価書に含め、環境アセスの中で評価・確認されております。放射線の影響につい
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ては、炉規法に基づき、立地審査の中で、事故時の環境への放射性物質の放出が

公衆に与える影響について評価しております。放射線の環境・人間以外の影響に

ついては、まだ具体的な要求が整備されていないこと、放射線影響が人間より敏

感な生物が確認されていないという現時点での知見に基づきまして、人間に対す

る要求が適切であれば当面は特に要求事項を追加する必要はなく、今後の検討課

題といたしましたという回答（案）にいたしました。 

 以上でございます。 

○平野主査 ただいまのご説明ですが、今後検討するというところはこれからの

議論の中で、それを踏まえて検討していくわけですけれども、具体的な回答とし

ては、一番上のスカイシャインについては、立小委第１０－３号の資料でまた改

めて議論するということで、一番下の最後のところは、立小委第１０－２号とい

う資料で事務局からの整理・回答というふうになっているのですけれども、今の

一番最後のところ、環境及び人間以外の生物についての規定ですけれども、こう

いう回答というか小委員会としてのスタンスでいいかどうか、それについて何か

ご意見がございましたらいただきたいのですけど。 

 はい、どうぞ。 

○酒井委員 酒井でございます。 

 最後の部分、環境への影響ですけれども、今、国際的な議論は、人がいないよ

うな状況で、人以外の生物への影響というのも考える必要があるのではないかと

いう議論であります。 

 現状では、ここにありますように、具体的な要求が整備されていないというこ

とは確かでありますし、今後の検討課題とするということにも異論はございませ

ん。 

 ただ、今申し上げましたように、国際的な議論が、人がいないような状況、あ

るいは場所ということを考えてみますと、立地指針という観点からは、当然、人

がいる環境での立地ですから、そのようなことも、つまり国際動向は人がいない

状況まで見据えているけれども、立地指針においては、当然、人間が存在する状

況である。そのあたりの文言を一言付け加えていただければと思いました。 

○平野主査 ありがとうございます。その辺どうですか。 

○高坂技術参与 はい、特に分かりました。はい、承知しました。 
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○平野主査 では、そういう文言を加えると。 

 この議論の時は、こちらも長期的な課題と当面の改訂というのをクリアに分け

て出したわけではないので、日本がこういう国際的な課題になっているものにつ

いてはイニシアチブをとって積極的にやるべきだという話も出たのですけれども、

この小委員会の結論としても、全く無視するということではなくて、中長期的に

は検討課題である。当面改訂するとしたら、その部分は改訂しなくてもいいので

はないかという、そういうスタンスだったのですけれども、そのところは多少ず

れているようなところがあったかなとは思います、専門委員会での議論でも。 

 今の酒井委員の意見を入れるということで、よろしいでしょうか。 

 よろしければ、次の立小委第１０－３号の資料に移りたいと思います。これは、

ＬＯＣＡ時スカイシャイン線量の評価手法に係る検討ということで、梶本委員の

方からご説明をお願いします。 

○梶本委員 それでは、資料、立小委第１０－３号に沿って、ＬＯＣＡ時スカイ

シャイン線量の評価手法に係る検討について報告します。 

 報告の内容ですが、初めに、この検討の背景、そして現行のスカイシャイン線

量の評価手法と、次に近年の評価手法及び検証について紹介します。スカイシャ

イン線量評価のケーススタディの結果と、この分野の検討課題について紹介しま

す。 

 なお、ページについてはスライドの番号で別途紹介します。 

 ３ページに移って、まず背景ですが、原子炉冷却材喪失の仮想事故を例にしま

すと、敷地境界外の線量は安全評価審査指針に基づいて、次の２つの種類を評価

することになっています。 

 １つは、大気中に放出された放射性物質による線量で、放射線雲というか、ク

ラウドからの被ばくによるものです。これは、希ガスからのγ線による全身線量

と吸入摂取による甲状腺線量を評価します。 

 もう一つは、原子炉施設建屋内の放射性物質による線量であって、施設内に浮

遊する放射性物質からの直接γ線とスカイシャインγ線による被ばくによるもの

です。これは、γ線による全身線量を評価することになっています。 

 大気中への放射性物質放出については、第３回、第４回及び第６回の立地指針

等検討小委員会で、格納容器へのソースタームの紹介の中で報告しました。今回
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は、直接線、スカイシャイン線の評価手法の検討について報告します。 

 ４ページの背景の続きですが、安全評価指針の付録Ⅰの原子炉冷却材喪失の仮

想事故のところには、ここに紹介した内容が書かれています。これは、安全評価

指針の内容そのものなので、説明は割愛いたします。 

 次に５ページですが、結局、先ほど指針を掲載しておきましたが、安全評価指

針の中では、「大気中へ放出された放射性物質」による線量評価については、格

納容器へのソースターム、自然沈着、工学的安全設備、これはスプレイとかフィ

ルタですが─による移行挙動に対して、具体的な記載があるのですが、直接線、

スカイシャイン線による評価については、具体的な記載はありません。 

 要は、次の２つに集約される。 

 原子炉格納容器等の遮へいを考慮して評価するものとするというのと、原子炉

格納容器内に放出される核分裂生成物の量の炉心内蓄積量に対する割合は、希ガ

スが１００％、ハロゲン５０％、その他１％と仮定する。 

 これに加えて、評価期間は３０日ということになります。 

 このような状況ですから、当時の計算技術を勘案した相当の保守性を仮定した

評価が、そのまま継承されているのが現状と言えます。 

 次に、現行のスカイシャイン線量の評価手法を紹介します。 

 ６ページですが、この図は、ＰＷＲ原子炉施設の例を示したものです。 

 格納容器雰囲気に放出された放射性物質は、全量が格納容器雰囲気中の１点に

集中していると仮定します。これらの放射性物質は、核崩壊のみで減衰すると仮

定して、格納容器スプレイによる浮遊量の減少は、放出的に一切考えないという

ことにしています。 

 この線源から放出されたγ線が、主としてドーム上部の構造物を通過して空気

中を飛行して、空気中で散乱され、評価地点まで到達するとして、Ｇ３３コード

で線量を計算しています。 

 この図のようなトップドームのない初期の鋼製格納容器では、スカイシャイン

の寄与が大きくなってくるということになります。 

 ７ページですが、この図はＢＷＲ原子炉の例を示したものです。 

 ＢＷＲの場合は、格納容器から放出された放射性物質は、分厚い遮蔽がありま

すので、格納容器内の放射性物質は、線源としては無視できます。そのかわりに、
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格納容器から原子炉建屋に漏えいした放射性物質が線源になります。 

 原子炉建屋に漏えいしてきた放射性物質の線源を計算するために、ＡＮＩＳＮ

コードを適用して、それを点線源に変換して、建屋の上部に配置して、その後に、

ＢＷＲの場合と同様に、Ｇ３３コードで評価地点の線量を計算します。 

 原子炉建屋に漏えいしてくる放射性物質の量というのはそれほど多くありませ

んから、ＰＷＲの場合と比べて、線源の大きさは極端に小さくなります。このた

め、ＢＷＲでは、線量に占めるスカイシャインの割合は、大気中へ放出された放

射性物質による線量と比べて非常に小さくなります。 

 ８ページですが、現在、スカイシャインの計算にはＧ３３コードやＳＣＡＴＴ

ＥＲＩＮＧコード等の大体１９６０年代に開発された解析コードを使用していま

す。 

 この表は、Ｇ３３コードやＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧコードの概要を示したもので

す。 

 Ｇ３３コードは、米国のロスアラモス科学研究所で開発された解析コードです。

また、ＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧコードというのは、Ｇ３３コードを母体にして、三

菱重工株式会社が開発した解析コードです。 

 これらの解析コードは、点線源から空気中の散乱点までのガンマ線束を計算し

て、散乱点から評価点に向かう確率をクライン－仁科の式で求め、１回散乱後に

評価点に到達するガンマ線束（線量率）を計算するようになっています。 

 ９ページに移りますと、現行では、ＰＷＲもＢＷＲもＧ３３コードを基本にし

てスカイシャイン線量を計算するのですが、ＰＷＲでは、格納容器内の放射性物

質が線源になり、トップドームのない鋼製格納容器の場合は、線量に占めるスカ

イシャインの寄与が大きくなります。 

 これに対してＢＷＲは、格納容器から原子炉建屋に漏えいした放射性物質が線

源となり、ＰＷＲの場合と比べて線量に占めるスカイシャインの寄与が非常に小

さくなるということになります。 

 １０ページですが、次に、近年のスカイシャインの評価手法について紹介しま

す。 

 これは近年と言っても１９７０年代ぐらいから既に提唱されていた計算方法な

のですが、２種類に大別出来ます。 
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 この表は、この２つの流れをまとめたものです。 

 輸送解析コードには、ＡＮＩＳＮコードやＤＯＴコードがあります。これらは、

放射線の輸送方程式を数値的に解く数値解法で解いていくものです。これらの解

析コードは、再処理施設等の許認可申請において、既に使用実績があります。 

 もう一方、モンテカルロ解析コードには、ＭＣＮＰコードというのがあります。

これは、放射線の輸送方程式をモンテカルロ手法で解きます。ＭＣＮＰコードは、

現在二次審査中の使用済燃料中間貯蔵施設の事業許可申請において使用されてい

ます。これは、原子力施設の許認可申請としては初のケースになっています。 

 １１ページに移って、ＭＣＮＰコードについて少し紹介しておきます。 

 この表は、ＭＣＮＰコードの概要を示したものです。 

 開発は、米国のロスアラモス国立研究所です。これは、汎用性の高い解析コー

ドで、現在、世界各国で、たくさんのユーザーがいます。 

 解析方法は、モンテカルロ法によって放射線のエネルギー分布を連続的に模擬

して、ガンマ線の散乱を精度良く解析する、そういうことができます。また、計

算体系として３次元形状が扱えて、実形状を忠実にモデル化できるのが特徴にな

っています。 

 また、米国のＮＲＣは、ＲＧ（レギュラトリーガイド）１.６９において、Ｍ

ＣＮＰコードを遮へい設計・評価に使用することを推奨しています。他の解析コ

ードを使用する場合には、ＮＲＣにそれらの妥当性を説明する必要があります。 

 過去には、大型計算機やエンジニアリング・ワークステーションで実行されて

いたわけですが、計算機環境の向上が著しくて、近年、パソコンでも容易に実行

できるようになっています。 

 １２ページは、スカイシャインの計算に利用されている解析コードの形状につ

いて紹介したものです。 

 これは、米国のRadiation Research Associates（ＲＲＡ）というのがありま

すが、これが１９７７年に米国カンサス州立大学において実施した試験で、通称

ＲＲＡベンチマーク試験と呼ばれていますが、これは解析コードの検証に度々登

場してくる実験です。 

 この実験は、コバルト線源にして、この図のように天井の遮へいがない場合と

ある場合の両方の実験をやっています。試験体から大体７００ｍぐらいの範囲ま
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での線量率を測定しています。 

 １３ページは、Ｇ３３コードです。現行の手法ですが、これの検証結果の一部

をまとめたものです。 

 天井の遮へいがない場合ですね、左側の図ですが、これは実測値と概ね一致し

ています。これは横軸が距離で、縦軸が線量率です。 

 天井の遮へいがある場合には、Ｇ３３コードの結果は、実測値より小さい線量

率になってきます。これは右の図の（Ａ）の場合です。 

 天井の遮へい体がある場合のＧ３３コードの結果、つまり（Ａ）の結果に、天

井の遮へい体の厚さに相当するコンクリートのビルドアップ係数を掛けてやると、

実測に大体近い値になるそうです。これが（Ｂ）の場合です。 

 ただし、天井の遮へい体がない場合のＧ３３の結果、つまり、左側の図の結果

にビルドアップ係数を掛け算してやると、ここは過大に評価する結果になる。こ

れは（Ｃ）の場合です。 

 こういうふうにＧ３３コードについて、使い方には注意が必要だということで

しょうか。 

 １４ページの図は、ＲＲＡベンチマーク試験を対象にしたＭＣＮＰコードを検

証した例です。 

 天井の遮へい体の有無にかかわらず、ＭＣＮＰコードの解析結果は、ＲＲＡ実

測値とよく一致しています。 

 １５ページは、旧ＮＵＰＥＣ原子力安全解析所、現在のＪＮＥＳが、モンテカ

ルロ解析コードの整備の一環として、平成元年に実施したものです。 

 天井の遮蔽がない場合、Ｇ３３コード及びＭＣＮＰコードとも実測値と良い一

致をしています。 

 まずは、天井遮蔽がある場合について、これは実測ではなくて詳細解析コード

ＤＯＴ／Ｇ３３コードとＭＣＮＰコードとの結果を比較したものです。両者は良

く一致した結果を示しています。また、実測とも良く合っている。 

 ただ、６００ｍ、これは８００ｍと書いてありますけれども、６００ｍです。

６００ｍ以遠で実測値と少しずれがありますが、これは当時の計算資源の制約か

ら数値打ち切り処理をしていますので、それに起因したものです。現在ではこの

ような制約はありません。 
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 １６ページは、ＭＣＮＰコードの検証を報告した日本の主な文献を紹介したも

のです。 

 最初の小佐古先生の論文は、リサイクル燃料備蓄センターの使用済燃料貯蔵事

業許可申請を基に置いたものだったわけですが、これは現在二次審査中ですが、

ＭＣＮＰコードを施設の遮へい・線量解析に適用するため、モスコワ物理工科大

学においてベンチマーク試験をやりまして、それを基にして解析コードの検証を

した論文になっています。 

 その他、ここに掲げた以外にＭＣＮＰコードについては海外でも多数の論文が

報告されています。 

 次に、１７ページですが、スカイシャイン線量評価のケーススタディについて

紹介します。 

 これは、ＬＯＣＡ時の線量寄与が大きいトップドームのないＰＷＲ型のプラン

トを例にして、Ｇ３３コードとＭＣＮＰコードを使って、ＪＮＥＳでスカイシャ

イン線量の評価のケーススタディを実施したものです。 

 現行のＧ３３コードを使って線源の形状、エネルギー群数、実効線量換算係数

を変更した場合、それからＭＣＮＰコードを用いたケースというのを実施してい

ます。 

 １８ページは、ケーススタディの結果をまとめた表です。 

 左の欄にパラメータの種類、それと左から２番目の欄、これが基本のケースに

なって、Ｇ３３コードを使った時のパラメータの値とその結果を示しておきまし

たが、このケーススタディの結果は、基本ケースの値を１として記載しています。 

 左から３番目はＧ３３コードでエネルギー群を５群から１８群に変えた場合で

す。指針類では５群に分けており、ＰＷＲではその５群を使っているのですが、

ＢＷＲはこれを１２群程度に分けています。今回は１８群で計算したところ、こ

れはＯＲＩＧＥＮの分類と同じです。今の場合の結果は０.９倍程度になります。 

 左から４番目はＧ３３コードで、ＩＣＲＰ Pub.７４の換算係数を使った場合

の計算です。結果は１.１倍程度になります。 

 左から５番目のケースです。解析コード①と書いてあるところですが、これは

基本ケースと同じ計算、条件、これはＧ３３コードを使った場合ですが、それに

対してＭＣＮＰコードで計算したケースです。これから分かりますように、結果
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は０.７倍程度になります。 

 左から６番目、一番右端ですが、これはＭＣＮＰコードを使って点線源ではな

く体積線源で計算したケースです。この場合は、結果は０.５倍程度、約半分に

なってしまうということになります。 

 １９ページは、計算結果を簡単にまとめたものですが、Ｇ３３コードの結果と

比べてＭＣＮＰコードによる結果というのは、半球部及び円筒部領域を点線源と

した場合は３０％、体積線源とした場合には５０％程度低減するということが分

かります。 

 この理由ですが、円筒形状の遮蔽体では、ガンマ線は、円筒形内での散乱によ

って、円筒領域横方向よりも上方向に向かうガンマ線の数が多くなることにより

ます。ＭＣＮＰコードは、これらの効果を適切に解析していると言えます。 

 これまでに紹介しましたように、計算環境の著しい向上によって、ＭＣＮＰコ

ード等の最新知見を反映した解析コードが実用的に動くようになりましたので、

スカイシャイン線量の評価が適切にできるようになってきたと言うことができる

と思います。 

 さて、２０ページですが、これはスカイシャインの評価について検討する必要

のある課題を表にまとめておきました。 

 まず、評価の想定にかかわる項目で、線源の評価の想定についてのところでは、

知見の蓄積を踏まえて、格納容器へのソースターム、これは第３回、４回、６回

で紹介しましたが、これらを更新すること。それから、核崩壊及び漏洩による線

源の減少に加えて、格納容器スプレイによる線源の減少も考えるということがあ

ります。 

 また、評価期間については、大気中への放出を想定した「３０日間を下回らな

い期間とする」ことを再検討する必要があると思います。 

 計算手法については、まず散乱計算で、近年の知見や技術の進歩を踏まえて、

モンテカルロ法による評価手法を導入することがあります。 

 また、ＩＣＲＰの対応等では、ＩＣＲＰの勧告へ対応することや、指針に記載

されているエネルギー群の類別を見直す等ということがあると思います。 

 ２０ページのところ、「ＩＣＲＰの９０年勧告等へ対応すること。」の９０年

勧告の対応は終わっています。ＩＣＲＰの今後の勧告等へ対応することというこ
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とです。修正してください。 

 ２１ページで、繰り返しになりますが、現行のスカイシャイン線量評価では、

ＰＷＲ原子炉施設の鋼製格納容器でトップドームがない格納容器の型式、これは

初期の原子炉に見られるものですが、それにおいてスカイシャイン線による線量

の寄与が著しく大きくなるわけです。 

 先ほどの表にまとめた検討課題の中で、現行の評価の期間が３０日となってい

ることを指摘しましたが、これは大気中に放出された放射性物質による線量評価

に適用すべきであって、直接線、スカイシャイン線による線量評価に適用すべき

かどうかは検討する必要があります。 

 また、この３０日間という期間に限定しているのは日本固有の話でありまして、

実効放出継続時間等の兼ね合いから見直す必要があるのではないかと考えていま

す。 

 そして、更にもっと根本に立ち戻って、直接線、スカイシャイン線による被ば

くを安全評価で要求しているのは、日本固有のことなわけで、スカイシャイン線

による被ばく評価の必要性についても検討する必要があると思います。 

 報告の最後になりますが、今回、安全評価指針の立地評価における直接γ線、

スカイシャインγ線の評価手法を検討しました。 

 その結果、現行の指針で規定している評価条件、これソースタームとか評価期

間とか種々ありますが、及びその計算手法について、最新の知見を踏まえて、改

訂することが必要な項目を抽出しました。 

 今後、学協会と連携して、これらの内容の詳細を討議して、安全評価指針の

「立地評価」の改訂の検討を進めることが望ましいと考えます。 

 以上です。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 ただいまの説明に対してご質問あるいはご意見ございましたら、どうぞお願い

します。 

 はい、どうぞ。 

○竹下委員 質問ですけれども、２１ページの検討課題の中で、最後の２枚目で、

「直接線、スカイシャイン線による被ばくを安全評価で要求しているのは、日本

固有であることを踏まえると、」と書いてあるのですが、これは当然こういうも
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のも含めて評価した方が、より合理的ではないかと思うのですが、これは外国で

これを入れていない理由は何なのでしょうか。 

○梶本委員 これは遮蔽設計の問題であるとして、ほとんどそちらの方でカバー

すべき話であって、公衆への被ばくはやはり放射線雲によるものに着目すべきと

いうことで、スカイシャインのものは遮蔽設計の方でカバーできるという判断か

ら、取り入れていないのが通常です。入れて悪いということ、そういう問題もあ

るのですけど。 

○平野主査 先ほど紹介された立地評価指針でも、無視できると判断できるもの

については詳細な評価をしなくていいというのがあるわけですけれども、今私も

ちょっと質問しようかと思っていたのですけどね、竹下委員と同じように。この

安全評価というのは、立地評価という枠組みというのは、日本はむしろ世界にお

いて固有なところがあるわけですよね。そういうところでは評価を要求されてい

ないというのは分かるのですけれども、安全設計とか、いわゆる事故評価でもっ

て全く評価しないというのは、それはおかしいのではないかなと思うのですが。 

○梶本委員 すみません、２１ページ、言葉が足りませんでした。安全評価の中

の日本のような立地指針の評価、立地の評価で要求しているというのではないと

いうことです。 

○竹下委員 海外ではですね。 

○梶本委員 はい、そうです。 

○久木田安全委員 安全評価の中ではやっているということでいいですか。 

○梶本委員 そこはもう一度確認しないといけませんが、米国では少なくともな

かったと思います。 

○久木田安全委員 要するに、事故時の評価は米国では行われていない、立地に

せよ、設計評価にしろということですね。通常運転時については、やっている。 

○梶本委員 事故時にはないです。 

○久木田安全委員 ですから、なぜ、我が国で行われているか、なぜ、よその国

で行われていないかということは、これは考え方の違いということで、一言では

そうなるのでしょうけれども、ここで問題提起しておられる３０日間ということ

が適当かということとも関係するのかなというふうに思っているところですけれ

ども。といいますのは、スカイシャイン線量というのは、この資料の中にもあり
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ますように、距離に対して非常に速やかに減衰するものですね。例えば、１３ペ

ージのグラフ等を見ますと、左側の遮へい無しの場合で、大体２００ｍ～３００

ｍぐらいで１桁減衰するような感じがあります。 

 そういうこともあるので、３０日間という評価期間を設定して、こういったも

のをクラウドによる被ばくと加算する形で評価することが合理的なのかといった

議論もあり得るかと思います。 

○平野主査 いずれにしても、立地の中で見るかどうか、それからあと起算をど

うするかという問題はあるけれども、全体の安全評価としては、どこかできちっ

と押さえていく必要はあるということはあるのではないかと思います。 

 この３０日というのも、指針の５の文章を読んでいくと、リークに対する、ク

ラウドに対する文章のところの最後に出てきて、そっちの方に少なくとも３０日

というのが読めるのですよね。ただ、全体の枠としては確かに適用されるのかな

と思うのですが。 

○梶本委員 おっしゃるとおりで、この資料の４ページ、説明は割愛しましたが、

４ページの上の方の安全評価指針の付録Ⅰ、上の丸の方ですが、これは別々の場

所、離れたところに書かれているのですが、同じ項目の中には書かれているので

すが、２段落目のところです。「事故の評価期間は、原子炉格納容器内の圧力が、

原子炉格納容器からの漏えいが無視できる程度に低下するまでの期間とするが、

３０日間を下回らない期間とする。」となっているのですが、要するに、これは

完全に放射性物質がターム中出ていく、そのリークを念頭に置いたもので、文章

的にはこちらだけを見ている。スカイシャインに対しては、特に要求とは思えな

いところが一つあります。 

 あともう一つ、３０日間というのは、事故が起きた後の計算をやりますと、あ

る程度のところで放出物のピークが出て、その後、急速にまた放出率が小さくな

っていくわけですが、かなり急激に小さくなってきますので、そういうものを見

ながら実効的に決めていくという方法の方がいいのではないかと思います。３０

日間にアプリオリに決めるというのは、今のところ本当に適切かどうかというの

は分からない。 

○久木田安全委員 今のは放出のお話ですね。 

○梶本委員 放出の話と、それから、まず３０日間というのは、両方に関わって
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いるので、放出とスカイシャインの両方の計算に関わっている。放出の方も３０

日間がいいのかどうかは見直す必要があるし、スカイシャインの方としても、３

０日がいいのかどうかは見直す必要がある、そういう意味です。 

○久木田安全委員 そうですね、放出については、格納容器の中の圧力に依存す

るので、ここに書かれているように、圧力が十分下がれば漏洩が低下して、それ

によって影響が小さくなるということがあるわけですけれども、スカイシャイン

については、炉内のインベントリーが決まるので、その崩壊曲線だけで決まるの

ですね。ですから、３０日間ということの影響が、放出の場合とスカイシャイン

とで違うことになる。 

○平野主査 無限でなく３０日でなぜ切っていいのですかという話もあります。 

 今、立地指針の重大事故とか仮想事故の判断が、敷地外の最も厳しい地点にい

た時にどうなりますかということでめやす線量が決まっているようなところもあ

るので、例えば重大事故の場合。だから、３０日でどうして切るのですかという

ことになると、それは何らかの遮蔽物を新たに置くのですか、ソースタームを何

か除去するのですかという、そういう話に入り込むので、シンプルには、３０日

でやっておけば少し増えるけれども、そんなに大幅に増えるわけではない、ずっ

と無限にやってもですね。無限というか、長期にやっても。というようなことの

工学的な判断で３０日でいいのではないかなということでやってきたのだと思う

んです。 

 あと１つ追加というか、１０ページのところで、適用実績で、使用済燃料中間

貯蔵施設の事業許可申請で現在使われているということなのですけれども、再処

理施設とか高レベル廃棄物施設においては、いわゆるクロスチェック用のコード

としては、このモンテカルロを使って実績はある。 

○梶本委員 はい、そうです。 

○平野主査 だから、ある意味で、安全委員会の審査においても、クロスチェッ

クの方の妥当性もある意味で見ているわけですね。使用実績はあるということで

すね。 

○梶本委員 はい。 

○平野主査 それは補足しておいた方がいいかなと思います。 

 それともう一つ、２１ページ、確認ですけれども、先ほどの課題のところで、
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最後の２行ですけれども、「（ａ）評価手法と共に、（ｂ）評価条件の見直しを

併せて検討することが必要である。」この「併せて」というのは、両方やった方

がいいということですけれども、例えばモンテカルロを使う評価方法と、例えば

３０日の評価条件というのは一緒でなくては議論できませんよということではな

いですよね。 

○梶本委員 それは違います。 

○平野主査 評価方法は評価方法で最新の知見を入れるということと、３０日に

ついてはどう考えるかということは別に取り扱われるというふうに理解していい

ですね。 

○梶本委員 はい、主査のおっしゃるとおりで、別々にやって一向に構わない、

完全に同時でなければならないということではありません。 

○平野主査 どうぞ。 

○本間委員 ちょっと戻って恐縮ですが、さきほどの竹下委員からのコメント、

梶本委員が、立地上見るべきものかどうかという設計の話ではないかという意味

で考慮していない。日本ではそれを考慮しているのですけれども。放出放射能、

立地要因として見るという意味では、放出放射能の方はそういう diffusion fac

tor とかそういう意味で、そもそも放出源があれば距離だけに多く依存するとい

う意味では、立地要因になり得ないのではないかということだと思います。 

 アメリカ、ＮＲＣに一度訪問した時に聞いたことがあるのですけれども、担当

者はそういう説明はしなかったです。ほとんど、要するに立地基準ができたころ

からそんなことは考えていないという回答でした。 

 ２つ質問があるのですが、３０日ということに関しては、これ今３０日で打ち

切りとおっしゃったのですけれども、それをもう一度確認したいのと、実際は積

分線源強度という形でやっていますけれども、短い life のものはもう３０日も

なく減衰してしまうわけですけれども、長いものは３０日で、今実際には打ち切

っているのかということをもう一度確認したいのと、それからもう一つは、１８

ページのＭＣＮＰで５０％減になった備考欄の格納容器内での線源分布を考慮と

いうのはどういう扱いをしたのかお聞きしたい。 

 以上です。 

○梶本委員 最初の件については、指針の解釈はどうするかはありますが、一応
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計算は、３０日を超えるところまでやって、多分事業者の方の申請の時にもそう

いうやり方をしているのだと思います。 

 それから、ＪＮＥＳがやるクロスチェックにおいても、３０日を超える計算を

やって、３０日の時点で評価している。その誤差はどれくらいあるかは見ていま

すが、ほとんど変わらないということで、３０日を出しているということで、３

０日で切っているとか切っていないとか、質問の意味がよく分からなかったので

すけれども、そういうことはないと思います。３０日で判断している。 

 それから、２番目の場所がよく分からなかったのですが、１８ページの…… 

○本間委員 解析コード②というＭＣＮＰで解析した、備考欄の「左記に加え、

格納容器内での線源分布を考慮」という、これは具体的にどういうふうに…… 

○梶本委員 分かりました。これは一様混合です。 

○本間委員 全ての核種が空間内に一様に分布していると。 

○梶本委員 そうです。 

○本間委員 それからもう一つ、２１ページですが、今３０日というのとスカイ

シャインの評価条件というのもあるのですが、放出放射能についても、これは米

国と違いがあるわけで、放出条件については、日本の場合、評価期間３０日とい

うか、実際にはどこで考慮しているかと言うと、全放出量に対して、これは指針

には書いていないわけですけれども、実際に申請者というか、チェックする時に

は、最大の放出率のピークの部分と、積分で出てくる放射能との比で実効放出継

続時間を決めている。そういうやり方をとっていて、要するに、だらだら出てく

るのであれば、長い実効放出継続時間を使うという放出放射能についての評価方

法があるわけですが、アメリカの場合は、改訂後は、放出期間中の最も線量が高

くなる２時間というようなものを排除区域ですね、いわゆる日本で言うならば非

居住区域の評価に放出部分を使っている。それから、低人口地帯についてはロン

グターム、全ての放出期間というものを使っているという意味で、そこら辺につ

いても、本来こういう指針の改訂を目指すならば検討すべき項目かというふうに

考えます。 

 以上です。 

○久木田安全委員 今の実効放出継続時間というのは、指針で具体的な計算方法

が規定されているものではないという理解でいいですか。 
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○本間委員 いえ、ちょっと言い方があれなのですが、実効放出継続時間を決め

る方法については、今言ったピークと全体との比であるものは指針には書かれて

いない。ただ、実効継続の diffusion factor を決める方法は、気象指針に与え

られているということです。 

○久木田安全委員 ああ、そうですか。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 これについて、指針に記載されている部分と、実際に運用でやっている部分と

があるということ。それから、そういうのも踏まえて、長期的な検討項目として

は当然両方とも入るわけですけれども、当面の改善においてはどう考えるかとい

うことの影響も、また今日の議論を整理して次の議論に繋げたいと思います。 

 それでは、少し時間も押していますので次の資料、立小委第１０－４号、前回

会合における意見のまとめというのを事務局から説明をお願いします。 

○日高安全調査管理官 それでは、立小委第１０－４号に基づきましてご説明さ

せていただきます。 

 立地指針等検討小委員会第９回会合における意見のまとめ（案）ということで

す。 

 まず、放射線防護ＷＧの「中間整理」に対する対応というところで、（１）め

やす線量１００ｍＳｖというところに、対応として「了承」というふうに書かれ

ていたわけですが、これについては、その意味なんですけれども、確定的影響を

防止して、実効線量で１００ｍＳｖが適切と考えるという意見に対して了承した

ということではなくて、重大事故に対するめやす線量を１００ｍＳｖとすること

について了承としたものではないということです。 

 放射線防護ＷＧからは、仮想事故に対する著しい放射線災害を与えないという

ことについては、定義が不明確なので放射線防護の観点から検討出来ないという

コメントはいただいている。当小委員会としては、その定義を明確にすることは

直ちに出来ないので、今回の改訂版で、「公衆リスクを一定水準以下に抑制する

こと」を明確とした指針体系とすることを、中長期的課題として上げ、方向性を

示すことに留めているという回答を行っています。 

 それと、「公衆リスクを一定水準以下に抑制すること」ということは、やや踏

み込んだ表現ではないかといったご意見がありました。 
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 それから、安全評価指針における「著しい放射線被ばくのリスクを与えないこ

と」等と整合がとれていることが望ましい。そのためにも公衆やリスクの定義が

必要と思うというコメントがありました。 

 それと、放射線防護ＷＧへの回答なので、小委員会の考え方、２番だったと思

いますが、少し書かれていたので、考え方までは述べなくてもいいんではないか

といったコメントがありました。 

 最後ですけれども、リスク拘束だけでなくて、低人口地帯や災害を与えないと

いうことについても触れた方がいいんではないかといったご意見がありました。 

 次のページへ行きまして、考え方を今、このペーパーで明確にする必要は必ず

しもないので、リスク拘束等について検討を要請するということで良いのではな

いか。また、指針類での用語の整合性を検討する際には、時代的背景も考慮する

必要があるといった意見がありました。 

 （２）中間報告書＜報告書全般に係る議論＞におきましては、項目毎に目次で

分かれているため、目次に拘束された議論になってしまうといった意見がありま

した。 

 それから、長期的な方向性についての方が合意しやすいので、そこから始めて、

短期的対応を考えるアプローチがいいんではないかといった意見がありました。 

 バックフィットのことはどう考えているのかといった議論もありました。 

 それと、このページの最後ですが、平常時の被ばくの評価のところは、今のや

り方とは異なるんではないか。それに対して、次のページに行きまして、平常時

の放射線被ばくに関する評価手法や判断基準を変えようとするものではなくて、

平常時について、ＩＡＥＡの指針等との整合性から入れた方がいいんではないか

という意見を受けて、当面の案に入っているといった回答がありました。 

 指針を変える以上は、その理由について明確にする必要があるんではないか。

この報告書の書き方では、初めに改訂ありきになっているといったご意見があり

ました。 

 改訂することについては、前の指針に問題があったとするんであれば、最新知

見を用いた指針の改訂は本当に難しくなってしまうので、技術的、化学的に係る

最新知見や、社会の認識の変化、説明性や透明性の向上といったものを総合的に

考えて改訂の判断をする必要が重要であるといった回答がありました。 
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 次のページに行きまして、本報告書をパブコメにかけるか否かという議論がな

されたわけですが、今の状態で、真ん中辺ですけれども、意見聴取を実施する意

味が分からない。中途半端な状態で国民に意見を聴くというのは必要性が分から

ないといった意見がありました。 

 それに対して事務局から、今の時期に実施しようとするのは、基準・指針専門

部会への指示文において１年以内を目途に中間的に取りまとめることを要請した

ことに対応しているということで、４月頃に取りまとめるためには、１月か２月

には意見聴取を実施する必要があるといった答えがありました。 

 それから、（３）に行きましてオブザーバー、電気事業連合会さん、それから

日本原子力学会さんからの意見ですが、現行の重大事故・仮想事故を統合して、

技術的に起こすかもしれない事故として再定義する事故が立地評価事故ですが、

提案されており、大きな考え方の変更であって、その妥当性等について十分議論

する必要がある。 

 次のページへ行きまして、新たな立地評価事故に対して、ソースタームは現在

の仮想事故相当を想定し、めやす線量は現行の２５０ｍＳｖから１００ｍＳｖに

変更することが提案されていますが、ソースタームの規模とその判断めやすは１

対１で考えるべきであるといったご意見がありました。 

 それから、日本原子力学会さんからは、原子力安全の基本である「深層防護」

についての基本的な考え方を解説に掲載すべき。 

 「事故時条件」の事故にシビアアクシデントを適用するのか、これまでの重

大・仮想事故を包括して評価事故としているのか、解説で分かるように記載すべ

きといったご意見がありました。 

 （４）中間報告書の＜章毎の個別議論＞ですが、１章につきましては、必要に

応じて指針類を整備してきたことですとか、重大・仮想事故という書き方は適切

ではないとか、立地指針の見直しに係る過去の検討の経緯を書くことも重要とい

ったご意見がありました。 

 このうち最初の２つについては、本日の資料で対応しております。 

 それから、３章についての議論ですが、次のページへ行きまして、一番上のと

ころですけれども、放射線リスク、リスク、公衆リスク等、定義があいまいで、

用語が混合して用いられているといったご意見がありました。 
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 詳細のご意見のご紹介はここでは割愛させていただきますが、４つほど飛ばし

まして、中期的目標の段落にあるシビアアクシデントを意識した要求ということ

に関して、どのような意味で書いているのか明確にした方が良いといったコメン

トがありました。 

 また３つほど飛ばしまして、中期、長期の定義が明確ではないといったコメン

トがありまして、３年から５年ではないかといった回答がなされています。 

 次のページへ行きまして、立地指針の中から、放射線のところをそのまま入れ

ておくのか、違う指針に入れたらいいのかといった議論がなされたわけですが、

７ページの４つ目のところですけれども、具体的な要求は評価指針に移動すると

いうのは、評価指針は基本的要求指針なので、体系化の考え方言うとちょっとお

かしいんではないかといった意見がありました。 

 １つ飛ばしまして、当面の改訂において、めやす線量を評価指針に移す意味は

余りないといった意見もありました。 

 一方、また２つ飛ばしますと、めやす線量は評価指針の方に移動するというこ

とは何の問題もないといった意見も出されています。 

 次に、８ページに行きまして、２つ目ですけれども、今の立地指針は、放射線

による障害を起こさないということで、閉じているのであって、この解釈がめや

す線量に書かれていることから、これを立地指針から分離するというのは適切で

はないというご意見がありました。 

 その２つ下ですが、「設計とあいまって」という表現は再検討した方が良い。

シビアアクシデントの対応が設計の中に入るのかどうか等について議論されてい

ないといったご意見がありました。 

 それから、少し飛ばしまして決定論的評価によっても、リスクの評価は可能と

思っているので、当面の改訂であっても、リスクの制限という言葉を本文に書い

ても構わないといったご意見がありました。 

 ９ページに行きまして、上から３つ目ですが、火山のこくは明記した方がいい

だろうといったご意見がありました。 

 ２つ飛ばしまして、防災計画のことですが、防災計画という言葉はひとつ問題

であるということで、現在既にあるプラクティスを考えれば、明確にここに書く

必要はないのではないかというご意見がありました。 
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 それから、自治体が計画されることについては、事業者としては判断出来ない

といったご意見がありました。 

 一方、防災上非常に不向きなところに立地するのは、やはり問題がある。立地

段階で防災上の支障がないことを確認するという趣旨が反映された文章であれば

良いといった意見がありました。 

 最後ですが、平常時の要求のところの事例として、中間貯蔵施設の安全審査指

針が参考とされているけれども、これは特殊な例ではないかといったご意見があ

りました。 

 大きなところでは以上のようなコメントがございました。 

○平野主査 これは、タイトルは「まとめ」と書いてありますけれども、ほとん

ど各委員の発言について、「てにをは」は別として、最初からずっと書いたとい

う、そういう位置付けですね。 

○日高安全調査管理官 はい、そうです。 

○平野主査 各委員の意見をまとめるとこういうことになりますという資料では

ないですね。 

○日高安全調査管理官 そうです 

○平野主査 これは、具体的に、これをどういうふうにする、どういうふうにま

とめますというのは、今のところはないわけですね。 

○日高安全調査管理官 はい。 

○平野主査 分かりました。ということだと、これに対する議論をするというこ

とは、個別の課題について一つ一つ議論をするということになりますので、自分

の発言らしきもので、ここはそういう意味ではないというところがあったら指摘

いただくということでよろしいですか。 

○日高安全調査管理官 はい。 

○平野主査 何かございますか。 

○久木田安全委員 この資料についてちょっと補足させていただきますと、そろ

そろ年度末でもありますので、この小委員会としてどの範囲で合意形成がされた

か、残っている課題が何かということをできるだけ明らかにしていきたい。その

ためには、議論の継続性が必要ですので、そういう意味で、できるだけ各委員の

ご意見の趣旨を変えない形で整理したものだというふうに理解しています。 
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○平野主査 どういうふうにまとめていくかですけれども、多少不規則的な発言

をさせていただければ、例えば、耐震設計の審査指針の方にも、諮問があってか

らパブコメに出す案が決まるまで、大体５年かかったわけですけれども、それの

最後、全会一致という項目はほとんどありませんね。多数意見はこうで、少数意

見が残るのだけれども、座長あるいは事務局の方で、これが多数意見でよろしい

ですよねと。報告書には必ず、多数意見でこういうふうにまとまりましたという

ことを、反対意見は必ず検討報告書に残すと、そういうことで最後はまとめたと

いうのがありまして、各項目について全員一致したものだけがということになる

と、恐らく５年やっても終息しないのではないかと思うのですけれども、どうい

う判断基準でまとめていくかについても、いずれは議論しなくてはいけないのか

なと思います。 

○久木田安全委員 そのことと、もちろん来年度以後もこの議論は継続したいと

思っていますけれども、今までのいろいろな経験等からも、それが中断するよう

な場合があり得ないわけではないので、この段階で出た議論というのを、以後の

議論に継続させるために、できるだけ整理しておきたい。 

 先ほど主査がおっしゃいましたように、各委員の発言が、趣旨が違うというこ

とであれば、そのことも含めて整理して、この小委員会の本年度のアウトプット

としてまとめたいと思っています。 

○平野主査 よろしいでしょうか。 

 それでは、時間の関係もありますのでいったん次の資料に移りたいと思います。

もし、後で何かございましたら、事務局の方に連絡をお願いいたします。 

 それでは、次の資料、立小委第１０－５号の資料です。個人線量の判断めやす

について、本間委員の方からお願いします。 

○本間委員 資料、立小委第１０－５号、既に今、事務局の前回、放射線ワーキ

ングからの中間整理に対する対応ということで議論があったわけですけれども、

このワーキング自身では、個人の方の判断めやすについては一度も議論している

機会がなかったということで、ここでもう一度少し放射線影響の観点からとリス

クの、さっきリスク拘束というのがありましたが、その２つの観点からまとめま

した。 

 まず、復習として、現行の立地審査指針における議論、それから日本の指針と
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体系というか非常に立地評価という意味では似ている米国の改定時の議論につい

て紹介いたします。それから、潜在被ばくに対するリスクの判断基準というもの

がどう扱われているかということで、ＩＣＲＰと米国と英国ということについて

ご紹介したいと思います。 

 ３ページをご覧ください。 

 ここに、現行の立地審査指針についてまとめたのですが、判断めやすに関しま

しては、基本的目標の中で、一つは、繰り返しになって恐縮ですけれども、周辺

公衆に放射線障害を与えないということと、重大事故を超えるような場合には、

周辺公衆に著しい放射線災害を与えないというのが基本的目標になっている。 

 実際の立地審査の指針という項目では、ある距離の範囲を非居住区域、その外

側は低人口地域ということで、具体的には、次のところに書きましたように、こ

こにできた当初の策定時の考え方が少し出ているのですが、「周辺公衆」という

言葉をここでは使っていなくて、つまり非居住区域のところは、その人に放射線

障害を与えるかもしれない判断、それから、仮想事故の場合には、公衆に著しい

放射線災害を与えるという言い方で、これは後でご紹介しますけれども、ここに

著しい放射線災害という意味合いのヒントがある。 

 判断のめやすに関しては、両方とも、全身に対しては２５０ｍＳｖである。た

だ、甲状腺に関しては、重大事故、非居住区域の制定には小児の１.５Ｓｖ、一

方は成人の３Ｓｖであるという違いがあります。 

 策定時の議論ですが、下に移っていただきますと、ここで「基準線量」と書い

ているのは、放射線障害を与えない、与えるかもしれないということについての、

これは昭和３８年の伏見報告に解説が詳しく載っております。 

 基本的に、基準線量はここでの審査での災害評価に限定して使用する。従って、

防災対応の線量とは異なるものである。それから、最小限界線量のうち、甲状腺

及び全身被ばくの値を重要な参考資料とするということで、暫定的に甲状腺１５

０、全身２５ｒｅｍを採用。これは、普通の型の原子炉を対象とする。議論の中

で小児というところがありましたが、周辺の公衆には、小児がいること。それか

ら、重大事故が起こる確率は極めて小さいことを前提とし、最終的には、最小限

界線量を参考としたということで、これは放射線審議会緊急被ばく特別部会報告

書、昭和３５年２月ですが、全身２５ｒｅｍ以下では検知されるような症状を認
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めない。晩発性障害の発生確率も極めて少ない。Ｉ－１３１の甲状腺障害に対す

る最小限界線量は、内部被ばくを考えるべきだが資料、信頼性も乏しいので安全

側に外部被ばくによる小児甲状腺腫瘍あるいはがんの発生報告例から１５０ｒｅ

ｍとしたというふうに書かれております。 

 一方、仮想事故のめやす線量に関しては、これを指標線量と呼んでいるのです

が、ここについては、仮想事故を仮定しても、「周辺公衆に著しい放射線災害を

与えない」めやすで、基準線量、すなわち放射線障害を与えないということとは

質的に異なり、量的には上回る。外国の例を参考に議論したというふうに書いて

あります。 

 先ほどちょっと言いましたように、「著しい放射線災害を与えない」というの

は、何らかの措置を講じないと、その人ではなくて不特定多数の公衆にある程度

の放射線災害を与える可能性があるようなものだから、低人口地帯にして、何ら

かの措置を講じるべき場所とするというところである。 

 ですから、質的には異ならないのですが、ある意味、量的に異なっている。質

は障害を起こさないというところだと思います。 

 結局は、ここについては余り書いていないのですね。これは、その対応のあら

われが、審査指針を見ていただくと分かるのですが、お手元の青い常備資料の一

番最後のところに、現在の現行指針が綴じてあるのですが、先ほど言いましたよ

うに、基本的目標は周辺公衆と書いてあるのですが、立地審査の指針では、その

人と公衆と分けている。 

 それから、別紙２を見ていただきたいのですが、ここに判断のめやすが書いて

あるのですが、この表現を見ていただくと良く分かると思うのですが、指針２.

１にいう「ある距離の範囲」を判断するためのめやすとしては、次の線量を用い

ることとして１.５Ｓｖと０.２５Ｓｖが書いてあるわけです。 

 それに対しまして、指針２.２にいう「ある距離の範囲」を判断するためのお

よそのめやすとして、次の線量を考えること。表現が微妙に違っているのですね。

やはり当時、それだけここを苦労しているということがこれで良くお分かりにな

るというふうに思います。 

 ですから、非常にテンポラリーに当時の知識から、立小委第１０－５号に戻り

ますが、５ページで、実際には米国で議論している全身２５ｒｅｍと甲状腺被ば
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く、大人の３００ｒｅｍというのを採用している。 

 下は参考として書いてありますが、ここで、実は指標線量について外国の例を

云々しているのではなくて、基準線量について伏見報告は外国の例を云々してい

るのであって、そこには米国の例と英国医学審議会の報告が書かれていて、ここ

はむしろ異なるものであると最初に言った緊急時対応に関する線量についての議

論をちょっとしているというのが事実上であります。 

 ここで米国のは後でお話しするのですが、米国のを持ってきた。つまり米国の

は、１つの種類しかない、ここに大きい違いがあるわけです。つまり、２５ｒｅ

ｍと甲状腺被ばく３００ｒｅｍ。１つの例であって、非居住区域と低人口地帯を

別の評価基準の方で分けている。それは後で紹介しますが、そこに大きい違いが

あります。 

 それから、その後、被曝評価小委員会での議論ということで、昭和５４年から

昭和６０年にかけて議論されているわけですが、ここでは、最終的にはまとまら

なかったのですが、被曝小委の方から、全身被ばくのめやす線量として、１０ｒ

ｅｍ（１００ｍＳｖ）を提案したということで、これは立地評価事故を仮想した

場合、周辺公衆の構成員に健康上の有意な損失を与えないように、非居住区域と

するための尺度の一つです。 

 有意な損失を与えないとは、最大に被ばくする個人の非確率的影響、今の言葉

で言うと確定的影響の発生を防止して、確率的影響のリスクを容認出来るレベル

まで制限する。 

 その確定的影響の発生の防止からは、妊婦被ばくによる胎児への影響、男性の

生殖線被ばくによる精子生成能力への影響を考慮して、１００ｍＳｖを提案した

というふうになっております。 

 ７ページで、放射線防護ＷＧの中間整理をここで繰り返すのですが、これは立

地小委に出た第６－３号から取ったものですが、あくまでも放射線防護ＷＧは、

現行の立地審査指針における規定内容を、最新の知見を反映する考えから考え方

の整理を行ったということで、放射線障害を与えないというのは、ＩＣＲＰ２０

０７年勧告を参考として、そこには、１段後に第６０段落と第２３６段落ですね、

１００ｍＧｙまでの吸収線量域では、どの組織も臨床的に意味のある機能障害を

示すとは判断されない。 
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 １００ｍＳｖよりも高い線量では、確定的影響と、がんの有意なリスクの可能

性が高くなるということから、実効線量で１００ｍＳｖとすることが、放射線障

害を与えないというのに対応するめやす線量としては考えられるというご報告を

したわけでございます。 

 一方、「著しい放射線災害を与えない」というものについては、その言葉の定

義が不明確であるから、それはできないという回答をしています。 

 では、アメリカの基準というのはどういう考え方になっているかというのを、

これは改定時の９６年、実際は９７年の改定時の議論をご紹介いたします。 

 改定前の判断基準は、線量判断基準というのは、ソースタームも日本の仮想事

故に相当するものですけれども、それに対して、判断基準は全身２５ｒｅｍ及び

甲状腺３００ｒｅｍの一つである。ただ、非居住区域、排除エリアについては、

放出直後の２時間に対してそういう線量をもたらすだろう。それから、低人口地

帯の外周径についての評価では、事故期間３０日という、その評価方法の違いに

よって対処しているのであって、ここに日本と大きい違いがある。 

 では、全身２５ｒｅｍについてはどういう言い方をしているかというと、従事

者の生涯一度の緊急時線量に数値的に対応するけれども、事故時に公衆に許容さ

れる緊急時線量を意味するものではない。 

 公衆に対して仮想的な事故時にも低いリスクを保証するために、放射線影響を

緩和するプラント設計、それとサイト特性を評価するための参考値であるという

位置付けで、これで低いリスクが保証出来る。 

 ソースターム及び線量計算の保守性を考慮するなら、十分な防護レベルではな

いかというふうに言っております。 

 ９ページで、これを改定の際には、まず線量の定義を変えて、総実効線量当量、

今で言うところの実効線量ですけれども、これは１段落下に書いてありますよう

に、外部被ばくによる深部線量当量と内部被ばくによる預託実効線量、５０年預

託線量をプラスしたもの。こう断らなくても、普通実効線量というのは、公衆に

対してはこういうものを使うわけですけれども。 

 これは、既に放射線防護の１０ＣＦＲのＰart２０で使用している概念だから、

全身、甲状腺というふうに分けないでこれを使う。ただ、評価方法が若干変わっ

て、放出後のいかなる２時間、直後の２時間ではなくて、非居住区域の設定には、
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いかなる２時間の放出に対しても、このレベルを超えないことというふうに変更

がその当時された。 

 ここの議論を調べますと、２５０ｍＳｖがどういうレベルであるかということ

については明確に言っているわけではなくて、これをＴＥＤＥに焼き直す際に、

これを安全目標でがんの死亡リスクというものが一つの健康影響の目標に上がっ

ているから、それとの検討において、全身２５０ｍＳｖがどういうがんリスクに

なるか、それから甲状腺がどういうがんリスクになるかというものを足し合わせ

て、それからそれをもう一回線量に焼き戻して、それが２７ｒｅｍ相当になると

いうことで、丸めて２５ｒｅｍを提出したわけです。 

 こうすることによって、これまで主要な核種としては希ガスとヨウ素であるわ

けですけれども、当時、新ソースタームということで、格納容器内には、それ以

外の核種の放出も当然考えているわけなので、そういうものが放出されたとして

も、関連する全ての核種、それから臓器に対するリスクを全身、甲状腺として分

けなくても、それを実効線量であらわすことが可能であるというので、こういう

やり方をとったわけでございます。 

 次に、今度、潜在被ばくについてＩＣＲＰと米国と英国についてお話しします

と、ＩＣＲＰ勧告の潜在被ばくは、一番新しい２００７年勧告では、潜在被ばく

とは状況は計画されるが、起こることが計画されていない被ばくということで、

公衆の潜在被ばくについては、年間１０－５レベルのリスク拘束値を引き続き勧

告する。潜在被ばくに適用される線量基準というのは、事故の発生確率を考慮す

ることによって、リスク拘束値から導かれるべきというような記載がございます。 

 一番最初にＩＣＲＰに潜在被ばくとして明瞭にリスク制限を与えたのは、Publ

ication４６で、これは放射性固体廃棄物処分に関する考え方を示したものです。 

 ここには、先ほど言いました２００７年勧告で１０－５のリスク拘束値という

のを引き続きというので、ここの４７項の中に、生涯にわたる線量を平均して１

年につき１ｍＳｖに制限することは、平均年リスクを１０－５より低いレベルに

抑えることを意味するという記載があって、実際、なぜ固体廃棄物処分で初めて

出てきたかというと、原子炉についてはそれまでからリスクという考え方はある

わけですけれども、ＩＣＲＰが処分を─放射性処分と間違っていますが、放射

性廃棄物処分ですが─の関連のある全ての被ばく事象、つまり処分に関係する、
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いわゆるノーマル、経常的なシナリオと事故的なシナリオ、そういうものをあら

わすのにはリスク制限というのが最も適しているということで、ここで初めて紹

介されています。 

 もう一つ、潜在被ばくについては、Publication６４というのが基本的な概念、

枠組みを紹介したものですが、ここでは、個人リスクの拘束は特定の潜在被ばく

シナリオからの確率を拘束するか、あるいは被ばくの大きさを拘束すること、ま

たはその両方によって得られるということで、下にありますような、いわゆるリ

スク曲線というものがここで示されています。 

 ここでは、左側に分類として、通常被ばくの一部として扱われるような線量レ

ベルをもたらす事象シーケンス、それから、線量限度を上回るが確率的影響のみ

をもたらすような事象シーケンス、確定的影響も起こりえるような線量に至る事

象シーケンス、死亡が起こりえるような線量に至る事象シーケンスということで、

そういうもののシーケンス、影響の大きさに対応した頻度を書いていまして、右

側に、Publication６４から持ってきたものですが、これは、例えば一番上のも

のであるならば、通常被ばくとして扱えるものというのは、領域としてはかなり

広いのですけれども、上のところですが、１０－１～１０－２の範囲というのは、

１０－４Ｓｖから１０－１、１００ｍＳｖよりちょっと下の幅のもの、それから次

が確率的影響を与えるものについてというふうに４段に分かれてこういう領域を

示している。 

 このリスク拘束値に関しては、初めてあらわれたのはPublication４６にある

のですが、ここには示していませんが、Pub.４６では、１０－５のリスク拘束値

というのを、このリスク拘束値というのは全ての事象を考慮して線を描かなくて

はいけませんから、リスク曲線自身は単一の事象シーケンス等を見ますから、積

分というふうに考えて結構だと思いますが、そういう線がPub.４６の時に初めて

書かれています。 

 同様の扱いというのは、もともとは米国がそういう扱いをしたのですが、順序

が反対で申しわけないのですが、まず、先ほどの米国が日本と同じような立地基

準を持っているので、この米国の頻度と影響の曲線というのが、非常に最近なの

ですが、２００７年のＮＵＲＥＧ－１８６０に頻度曲線の案ということで示され

ている。 
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 これについては、先月の放射線防護ＷＧのところで資料が出ていまして、そこ

に非常に詳しく良くまとめられていたので、私はその回は欠席したのですが、一

番最後のページに、この報告書の背景が、放射線防護ＷＧ第７－４号の別添のと

ころに１枚、この基準が出てきた背景が非常にコンパクトに正確にまとめられて

いるので、ここをご覧になっていただきたいのですが、いわゆる１０ＣＦＲ５０

は、軽水炉志向の規制で、今後の将来炉に向かって軽水炉以外の多様な原子炉に

ついてのそういう指針体系の可能性を探るというもので、実際そこでターゲット

としてはリスク情報を活用する。パフォーマンスベースで深層防護も考慮し、フ

レキシビリティを持つというような技術目標を設定して、まずベースとしては、

ＮＲＣが８６年に設定した安全目標の中の定量的な健康目標値を満足することと

いうことが確認、それが一番トップに来る。ただし、現行の軽水炉の確率論的な

リスク評価というのは、安全目標から導出されるような炉心損傷頻度、あるいは

大規模早期放出頻度のような事象で見ておけば、軽水炉の場合は十分であるけれ

ども、それ以外の原子炉に適用可能かどうかは十分ではないので、そういう意味

で、軽水炉も含めたあらゆる原子炉に設計許可段階で確率論的リスク評価を用い

て、軽微な事象から重大な事故まであらゆる事故事象のリスクを考慮するため、

こういう曲線を設定したということです。 

 １１ぺージへ戻っていただいて、上の２つは繰り返し、３つ目も繰り返しです

が、安全目標を満たすとともに影響のスペクトルに対して頻度を制限する。 

 実際ここに載っているものは、まず、その前に左を見ていただくと、これは英

国で見られる２つのバンドがあって、あるレベル以上は容認出来ない領域、ある

レベル以下は非常に広く容認出来る領域、その間の領域を我慢の領域ということ

で、英国では、ここをＡＬＡＲＡするというふうになるわけですが、安全目標の

位置付けとしては、この望ましい領域のところ、これ以下ということで、こうい

うことを目指した。将来炉に対する規制要求は、リスクを望ましい領域に保持す

るように設定する。 

 それで、ＦＣに関しては、この頻度影響曲線については、現行の規制要求です

ね、１０ＣＦＲ等にある各線量限度を用いて書きました。ただし、頻度について

は、極めて工学的判断ですということで、一つの判断の指標としては、ＩＣＲＰ

の先ほどの６４の表に示したような頻度なんかを参考にしているようであります。 
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 これを見ていただきますと、上の方は、まず日本の線量目標値に近いような１

０ＣＦＲの５０のＡｐｐ．Ｉの５０μＳｖ、ＡＬＡＲＡの線量。その一段下がっ

たところが、いわゆる公衆の線量限度の１ｍＳｖレベル。その下は、ＥＰＡのＰ

ＡＧというのは、protective action guideline と言って、いわゆる防災指針に

相当するようなものですが、そこに記載されているオフサイトのトリガーという、

イベント当たり１０ｍＳｖ。その次の下の欄が、１０ＣＦＲの５０．３４及び１

００の立地で見ているような２５ｒｅｍ、２５０ｍＳｖ。更に、影響が大きくな

りますと、早期影響のトリガー、それからしきい線量を超えるようなレベル、そ

れからＬＤ５０に相当する、半致死線量に相当するような３００－４００。ただ

し、早期影響に、そういう確定的影響に関しては、５００ｒｅｍ以上は早期死亡

の確率が高いですので、それを１０－７のところで閉じている、それ以上には行

かないというような扱いをしています。 

 米国よりも早いこういうリスク曲線は、英国の安全原則における確率論的な安

全評価の数値目標として既に出されているわけで、それを１２ページに書いたの

ですが、ここでは、これは多分ここの附属資料の１番、第１回の時に参考資料の

方に、各国のということで事務局がまとめていただいたところに、このＳＡＰの

数値目標、９項目あるんですけれども、目標９までについては記載があると思い

ますので、後ほど見ていただければと思います。 

 その中で、ＰＳＡにかかわる部分ということで、目標７、これが事故による敷

地外の公衆に対する─ここ公衆だけにしますが、作業者についてもあるのです

が─公衆に対する個人リスクとして、ＢＳＬ、リミット、上の先ほど米国で紹

介したような、容認出来ないようなレベルと受忍可能なものとの境界としては１

０－４である。それから、目標のレベル、望ましいレベルの一番上のところが１

０－６レベルということで、これは個人の死亡リスクについての、我慢できる領

域と受容できない領域、広く受容できる領域と我慢できる領域の境界ということ

で、これは米国のＨＳＥ、Health and Safety Executive という規制機関ですけ

れども、ここが出しているTolerability of Risk from Nuclear Power Stations

というものでリスクレベルを記載しているわけです。 

 これをベースに、確率論的なアプローチで使えるような目標値としては、目標

８ということで、個別施設のトータルな事故です。これは全ての事故に対して頻
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度及び線量目標ということを敷地外個人について示しています。 

 これを左側は実効線量レベルとして枠を示して、右にＢＳＬとＢＳＯ。 

 これが、どういう位置付けにあるのかというのを、個々のバンドで見てみます

と、これは数値基準の説明にあるのですが、仮にＢＳＯを満たす各バンドですね。

例えば０．１～１ｍＳｖのＢＳＯ、１０－２の頻度ですけれども、そういうもの

を満たす各バンドのリスクというのは、先ほど言いましたような、リスク曲線の

積分値に相当する。これはＣＤＦなので、横で見て、ちょっと軸を変えていただ

いて、積分値で見ていただければいいのですが、１ｍＳｖに相当するようながん

の死亡リスクと、この頻度を掛けていただくと、およそ３×１０－６レベルにな

る。１つのバンドに対して─３×１０－６ではなくて、失礼しました。上のバ

ンドを掛けますと、５×１０－７のレベルになる。それを上の段の４つに関して

は全部積算して掛ける４をする。ただし、１Ｓｖ以上の線量というのは、がんリ

スクではなくて、死亡確率１で、この全部をＢＳＯに対して積分しますと、それ

は３×１０－６になる。ただし、実際の周辺個人のリスクレベルというのは、風

向の変動とか気象条件を考慮すれば、これの１／２０ぐらいに相当するだろう。

だから、ＢＳＯを満足する施設からの個人リスクは、１０－７をちょっと上回る

程度である。 

 これは、ＴＯＲという文書で、先ほどの目標７が主にそれを引用するわけです

が、トータルなリスクとしての１０－６レベルよりは小さいけれども、ＴＯＲと

いうのはいろいろな産業リスクを比べる時の基準としてＴＯＲで１０－６という

のが示されているのであるからして、単一施設では適正なレベルではないかとい

うふうに言っております。 

 ちょっと複雑で申しわけないのですが、ここでアメリカと英国のやつを見比べ

ていただくと、ほとんどアメリカは現状ベースでリスク曲線を書いているんです

が、英国のＢＳＯと比べていただくと、ほとんどｒｅｍとｍＳｖでちょっとあれ

ですが、ｒｅｍの方は１０倍していただければｍＳｖということで、例えば、１

ｒｅｍのところ、１０ｍＳｖは１０－４のところに来ていますけれども、下も、

１０ｍＳｖのところは１０－４である。唯一違うのが、これは英国はあくまでも

１０等分しているので１００ｍＳｖのところに来ていますが、米国は既にある基

準というので立地基準の２５０ｍＳｖのところが階段が広くなっている。 
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 僕が言いたいのは、その違いというよりは、要するに、この積分をしたトータ

ルのレベルとしては、およそ１０－６の安全目標のレベルであるということ。つ

まり、ＢＳＬではなくてＢＳＯのレベルというのが英国あるいは米国が目指して

いるレベルであるということであります。 

 最後、まとめと課題というふうに書いたのですが、これはこういうふうに放射

線影響の観点から見るというのと、リスクの観点から見るという２つのアプロー

チということが考えられるわけですけれども、影響の観点は繰り返しになるので

言いませんが、これは放射線ＷＧで出てきたことであります。 

 ただ、リスクの観点からというのは、中期的な課題として、リスク抑制の観点

から、こういうスペクトルで見ていくというのはそうではないか。そのリスク水

準というのは、今見てきたように、大体安全目標案というものが参照できる。 

 では、ここから幾つかの課題が考えられるわけですけれども、１つは、日本が

やっているような、立地の適否の判断の中で、こういう２つのクライテリアの制

限を与える必要があるか。それは、ひいては、離隔の観点から、実際には放射線

障害とか、著しい放射線災害と言っているわけですが、そこは非居住区域、実際

にはそれと低人口地帯という、そういうものでターゲットをあけている。そうい

う設定が必要なのかどうか。スペクトルを見ていく中で、立地のところでこうい

う２種類の影響の制限を与える必要があるのかということです。 

 それから、これは今までも議論があったわけですけれども、日本独特だと思う

のですね。米国の基準を見ても、こういう定性的な表現をしているわけではない

わけで、判断めやすについて。日本の場合は、事故に対しては著しい放射線リス

クを与えない。重大事故に対しては、周辺公衆に放射線障害を与えない。仮想事

故に対しては、著しい放射線災害を与えない、こういうような表現が必要ならば、

こういう表現についての整合性はどうかということを検討する。 

 判断めやすを放射線防護の観点から説明するのは、ＩＣＲＰの言い方を取って

くるような比較的分かりやすいのに比べて、リスク制限の観点から、立地評価で

仮定する事故の頻度から、逆に線量判断めやすを決めるということは、説明性も

含めて出来ますかという印象を、これは私のパーソナルな意見、個人的な意見で

す。 

 それはなぜかと言うと、基準は今、全身については両方とも２５ｒｅｍ、２５



－38－ 38

０ｍＳｖレベルをとっているわけで、それに対して頻度としては大きな違い、頻

度の違いほど今使っている基準レベルというのは大きい違いはないわけで、そう

いう意味で、こういうリスク曲線を全体としてあらわすことは可能であるけれど

も、ある１つのスペシフィックな事故に対して、そういうリスクの観点からこれ

を求めていくことというのは、果たして有意な制度で出来るのだろうかという感

じがいたします。 

 以上でございます。 

○平野主査 どうもありがとうございます。 

 最後に課題をまとめていただいたのですが、この課題については、その次の中

間報告書のところでもまた改めて議論するところもあるかとは思うのですけれど

も、まず、この資料の内容について質問等ございましたら、まずお伺いして、そ

の次に議論の方に入りたいと思いますけど。 

○久木田安全委員 最後のまとめと課題の一番最後のところ、「可能か」という

のは、これは本間委員としてはクエスチョンマークがつく、そういう意味ですか。 

○本間委員 そういうことです。つまり、今議論しているような２５０とか１０

０とか、そういうレベルで議論することが可能かという意味です。 

○久木田安全委員 それで、この中でも言及されております放射線防護ワーキン

グ・グループからの中間整理というものに対して、この小委員会で第７回と第９

回だと思いますけれども、２回議論しておりますが、本日もそれを準備していた

ところ、回答にあたっては、今ご説明いただいたような、放射線防護ワーキン

グ・グループでの議論の枠組みを理解したうえのほうがよろしかろうというふう

に思いまして、本日は保留しているところです。 

 前回の案は、赤いファイルの一番最後のその前のページですけれども、前回の

９－４号として上げられていて、（１）が本日ご紹介のあった論点ですけれども、

前回の案では、単純に了承というふうにして、そういうところですけれども、了

承という言葉だけですと、この問題については誤解を生じかねない。放射線防護

ワーキング・グループからの中間整理というのは、この内容が関わる部分につい

ての指針の改訂を直接的に提案している、そういうものではないわけですけれど

も、この小委員会がそういう言葉で了承したというふうな受け取られ方をされな

いためにも、ここでの回答については、少し慎重な表現が必要かなというふうに
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考えています。 

 それから、私ばかりしゃべって申しわけありませんけれども、本間委員のご紹

介にありましたように、放射線防護ワーキング・グループの中間整理、資料の７

ページまでに至るプロセスで、現行の立地指針が制定された６４年までの議論の

結果を通して、当時の考え方を現在の知見に当てはめれば、こういう整理ができ

るというふうな形で提案されていると理解していますけれども、何しろ１９６４

年に出来た指針ですので、その後、めやすとして挙げられている数値については

様々な議論がある。 

 お手元の常備資料の中でも、第１回の小委員会で紹介された、平成１１年まで

の立地指針にかかわる議論の内容が小委として示されていますけれども、そうい

ったものを踏まえると、更に話が複雑になりまして、ということで、この放射線

防護ワーキング・グループへの中間整理への回答内容については、次回、案を事

務局の方で整理してまいりたいというふうに考えております。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 他にどうでしょうか。 

 １つだけ確認ですけれども、イギリスの例で説明が詳しくあったのですけれど

も、１０ページのところです。２つ目の黒丸で、「１年につき１ｍＳｖに制限す

ることは、平均年リスクを１０－５より低いレベルに抑えることを意味する」と

いうのがありまして、この下の図で見ると、１ｍＳｖで見ると黒いところの左側

に行く。だけども、積算で見ると、この黒いところでいいと、そういうことなの

ですか。ということは、１ｍＳｖ以下に抑えると言っているというか、これに対

象となる事故シナリオは結構たくさんあると、そういうことなのですか。 

○本間委員 ちょっと良く分からなかったのですが、ＩＣＲＰのところですか。 

○平野主査 そうです、１０ページのところです。１ｍＳｖに制限することは、

平均年リスクを１０－５より低いレベルに抑えることを意味するとありますね。 

○本間委員 これは、要するに、生涯にわたって平均１ｍＳｖというのは、大体

年リスクとしては１０－５よりは低い。１０－５のレベルは、１回当たり１ｍＳｖ

で、公衆に対して１×１０－５やれば、１０－５ですけれども、生涯にわたってと

いうことでは、１回当たり、生涯確率が５×１０－２／Ｓｖ等ですから、生涯に

わたってというのは、だんだん余命が減っていくので、トータルとしてはそうい
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う意味で、ここで見ていただくのではなくて、そこの１ｍＳｖと、この図の１ｍ

Ｓｖを対応していただく必要は全くありません。１０－５というリスクレベルは、

ここの図の中で、ある種の積分値に対応するものであるというふうに見ていただ

ければいい。 

○川上委員 ちょっとよろしいですか。 

○平野主査 はい、どうぞ。 

○川上委員 今のところですけれども、Pub.４６、現在では１０－５とほぼ等価

な線量というのは３００μＳｖということで、全量拘束値とほぼ１０－５のリス

クというのがほぼ対応という具合になっているというふうに理解しているのです

けども。違いますか。その他、換算係数と変わってくるので、当時はこういう等

価な換算。 

○本間委員 これは、こういう表現がPub.４６にあるのですけれども、これは毎

年、生涯にわたって１年１ｍＳｖを制限することが１０－５より低いレベルに抑

えられる、平均ですね、年平均のリスクとして。これは多分、きちっと計算しな

いといけませんが。 

○川上委員 現状は、ですから３００μＳｖがほぼ１０－５と等価という形にな

っていると思うのですけど。 

○早田安全委員 私もそこ質問しようと思ったのですが。 

○川上委員 それともう１点、別件ですけれども、最後の１３ページのところに、

課題が整理されているのですけれども、これを評価する時の代表的な個人の選定

の考え方をどうされようとしているかというところ辺について、本間委員のご意

見をお聞きしたいと思ったのですけれども、ＩＣＲＰも代表的個人の選定の仕方

というのを新しく出していますし、新しい勧告も全部それをベースに議論されて

いると思うのですが、代表的な個人というのは、ある程度集団の確率論値みたい

なものを想定して、例えば９７．５％ですか、そういう人を代表的な個人として

選定しなさいとか、それを超える人数はある程度何人かにしなさいとか、そうい

う考え方が入っていると思うのですが、そういうものとリンクさせますと、非居

住区域と低人口地帯とか集団線量とか、みんなリンクしていくような気がするん

ですけれども、個人をどうするかという議論は全然なされていないのですか。 

○本間委員 どこでですか。 
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○川上委員 これとの関連と。 

○本間委員 英国は非常に明快にそれはＴＯＲの中で、どういう個人というのは

議論しています。これは古いですから、今おっしゃったような、ＩＣＲＰの代表

的個人みたいな考え方ではないですけれども。 

○川上委員 いえ、本間委員のコメントとしてそういうのはありませんかと、そ

ういう意味です。 

○本間委員 ここは、今度は評価の問題ですね。それは、評価する側の問題とし

ては、そこはなかなか難しいのですけれども、今の現状の方法というのは、ある

意味、site boundary において存在する最もという言い方は変ですけれども、今

の立地評価事故では９７％というような意味での代表性を持たせた、これは dif

fusion factor だけですけれども。それはそれでいいわけで、なぜかというと、

立地の場合には、そこでまさに裸で人が立っているような評価をする、事故評価

で。これは安全目標の時にも、では、どういう個人を評価するのか。安全目標の

場合は、平均的個人という考え方でやっているわけで、必ずしもＩＣＲＰで検討

しているような代表的個人というのは、例えば食習慣であるとか、生活様態であ

るとか、そういうものが被ばくにかかわるものを、９５％というのは、そういう

ものを不確実さを考慮して評価した場合に、かなり上の方まで包含するようなレ

ベルで評価しなさいということであって、別途それはあれですが、立地はそんな

に大きい問題はないのではないかというふうに思っていますけれども。 

○平野主査 よろしいでしょうか。 

 他にいかがですか。 

 また、ここに書かれている課題については十分議論しなければならないところ

なのですけれども、次の立小委第１０－６号の資料、前回、もう約２カ月前にな

りますけれども、議論が途中で終わっているところもありますので、その後の改

訂もしているのですか。１０－６号というのは、９－２号から。 

○日高安全調査管理官 ほとんどしていません。 

○平野主査 では、大きく改訂したところがあれば、そこは紹介していただいて、

そうでない部分については、後半のところを中心に、残り時間あまりありません

が、そこのところを議論したいと思います。 

 では、立小委第１０－６号をお願いします。 
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○日高安全調査管理官 立小委第１０－６号でございますが、後半が１２月１５

日、前回第９回からの変更点になっております。本当に文字の変更とかそんなと

ころだけが変更になっておりまして、基本的には第３章全体をやったということ

で、今回は第４章ということで、ほとんど変更していない形で準備させていただ

いております。 

 説明は４章から始めたいと思います。１３ページでございます。 

 それで、本来ですと新しい文章ですので全部読み上げなければいけないところ

なんですけれども、時間が押しておりますので、簡単に主要なところだけご説明

させていただければと思います。 

 まず、４．１．決定論的評価に基づく離隔要求ですが、現行指針では、原則的

立地条件の「安全防護施設との関係において適切な離隔」条件が確保されている

ことを確認するため、重大事故、仮想事故時の被ばく評価を行い、その値が判断

のめやすより小さいことを求めている。 

 当小委員会では、仮想事故等の決定論的評価によって、事故時の公衆の被ばく

線量を評価し、それに基づき公衆と原子炉施設の離隔の妥当性を判断する現行手

法は、現時点では基本的に妥当と考える。 

 あとは割愛させていただきます。 

 ４．２．立地評価事故でございますが、現行立地指針では、低人口地帯の外側

境界が敷地境界の外側に位置することを許容しているが、当小委員会は、敷地境

界の範囲を超えることは許容せず、敷地境界において立地評価のための想定事故

時の公衆の被ばく線量評価を行うことが妥当と考える。また、現行指針では、低

人口地帯を、適切な措置を講じうる領域の範囲として定義するが、現行の防災計

画は、様々な要因を考慮した上でより広い範囲で設定されていることから、当小

委員会は、仮想事故評価に基づき「適切な措置を講じうる環境の範囲」を定める

考え方は廃止するのが適切と考え、対応し低人口地帯の設定を要求することは廃

止することが妥当と考える。 

 従来より、立地指針の見直しに関して、重大事故と仮想事故の統合についての

検討がなされ、重大事故評価で確認される内容が、仮想事故評価で確認される内

容に包絡されることや、「非居住区域」や「低人口地帯」が基本的に敷地内に収

まっていることが明らかなっている。このことから、当小委員会は、重大事故解
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析を廃止することが適切であり、廃止した場合でも既存原子力施設に対して実質

的な影響は無いと考える。また、シビアアクシデントに関する技術的知見の蓄積

により、現在では仮想事故として考えている事象よりも発生頻度が低い現象につ

いても検討可能なことから、仮想という呼び方は適切でなく、仮想事故を立地評

価事故という名称に変更するのが妥当と考える。 

 その後は割愛させていただきますが、概要については１５ページの真ん中より

下にある表４．２のところに書かれています。 

 ４．３．ソースタームに行きまして、１６ページ、２パラグラフですが、当小

委員会は、当面の改訂として、有機よう素の発生割合は、現在使用されている値

の１０％は、十分に余裕があるので、これを１％とすることが適切と考える。ま

た、中長期的な指針改訂の方向性としては、ＮＵＲＥＧ－１４６５等を参考にし、

さらに、放射性物質の沈着挙動や工学的安全設備による除去に係る解析モデル等

の最新知見を踏まえ、ソースタームを検討することが適切と考える。その際、学

協会等に検討を依頼することもひとつの検討方法と考える。 

 ４．４．集団線量の制限に行きまして、現行指針では、仮想事故評価に基づき

人口密集地との離隔の適切性を、評価された集団線量とめやす線量と比較し判断

している。 

 少し飛ばしまして一番下ですが、当小委員会は、現状の集団線量が実質的に、

遠方にある東京、大阪等の大都市における、例えば１０－５ｍＳｖオーダーの極

めて低線量と非常に大きな人口数の積算により決められていることや、原子力船

サバンナ号の寄港に際して米国で定められた値を参考とした現行のめやす線量は、

ともに、適切性に欠くと判断する。また、安全目標報告書にあるように「個人リ

スクの抑制により、広範囲に被害をもたらすある規模以上の事故の発生確率を抑

制する効果がある。」ことを踏まえると、集団線量に関する要求は廃止すべきと

考える。 

 なお、次のパラグラフの最後ですけれども、社会の放射線リスクに関する要求

の検討は、重要な中長期的課題と考える。 

 ４．５．めやす線量に行きまして、次のページ一番上からですけれども、ＩＣ

ＲＰ新勧告Pub.１０３では、すべての被ばく状況に対する線源関連の線量拘束値

及び参考レベルの枠組みの中で、非常に極端な状況（人命救助、過酷な災害等）
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を除き最大１００ｍＳｖの参考レベルを提示している。このレベルを超える線量

では、「確定的影響の増加の可能性及びがんの重大な放射線リスクの存在」があ

るとしており、このレベルを成人、小児を問わず非居住区域の判断のめやすとす

ることが考えられる。 

 一方、同勧告では、「大規模な原子力施設の場合、事故の防止と緩和のための

設計基準としての線量基準は、選択された潜在的被ばくシナリオについて規制当

局により規定されることができる。ここで適用される線量基準は、事故の確率を

考慮することにより放射線被ばくのリスク拘束値から導出されるべきである。」

と明確にリスク概念を用いることを推奨している。 

 ４．６．は特に議論することございませんので飛ばさせていただきます。 

 他の原子力施設につきましても、本日お時間ありませんので説明は割愛させて

いただきます。 

 それから、まとめも議論によって変わってくる可能性がございますので、これ

も割愛させていただきます。 

 １つだけご説明させていただきたいのが、２２ページ、表６．１でございます。 

 今回初めて提示させていただく図ですが、立地評価指針に係る短期的な中間と

りまとめ像ということで、文字だけではなくて、視覚的に説明しようということ

で事務局の方でこのような図表を作成させていただきました。 

 それから、併せて委員から幾つかご意見が出されています立小委第１０－７号、

１０－８号でございますが、今の４章に関して竹下委員の方から、まず１番目は

４章に関係していないんですが、報告書のタイトルということで、「関連する指

針類」も入れた方がいいということで、これは本日の資料に反映させています。 

 ２番目ですが、４．１．決定論的評価に基づく離隔要求のところですが、第４

パラグラフ、第５パラグラフについては適切ではないというご意見をいただいて

います。 

 ４．２．立地評価事故についても、何度かご意見を述べたとおり、全面的には

同意出来ない。 

 ソースタームについても、同様な意見が出ています。 

 それから集団線量ですが、これもまだまだ議論が必要である。 

 めやす線量についても、発電炉へのバックフィットを含めて、めやす線量の変
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更は影響が大きいので慎重に検討すべきというご意見をいただいています。 

 それから立小委第１０－８号、本日、事務局の不手際で重なってしまってご欠

席ですが、岡本委員からコメントをいただいています。 

 事故時の安全確保については、ａ．決定論的な立地評価事故を評価して上限値

（めやす線量）で制限。ｂ．確率論的な評価を行い、リスクで制限の２種類で制

限することが重要と考えており、この方針を明確に中間報告書に記載していただ

きたい。 

 ただし、ｂ．確率論については、時間をかけて検討を進める。一方、ａ．決定

論については、短期的に考え方をまとめるということになる。 

 この方針を同意いただければ、決定論については、「現行の重大事故を１００

ｍＳｖで抑える」ということが、回答になるかと考えている。 

 現行指針と新指針との整合性を保つことも可能ですし、決定論で考えるべき事

故では、放射線障害を与えないことが重要。 

 また、現行の仮想事故では、確率論で考えていくことになると考えるといった

ご意見をいただいています。 

 以上です。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 竹下委員の、あるいは岡本委員の意見についても、非常にごく簡単に紹介しま

したので、次以降の議論の中で、また補足的に説明していただければよろしいか

と思います。 

 それでは、１３ページの、前回一応説明というかあれはしていますので、項目

別にいきたいと思います。 

 まず、４．１．についてご意見ございましたら。 

 表現ぶりについては、まだこれから練らなければいけないところが多々あるか

とは思いますけれども、基本的には、決定論的評価に基づく離隔の要求というの

を、少なくとも当面、長期的なリスクに基づくというか、シビアアクシデントも

考慮に入れたリスクに基づくものをやる前の段階では、こういう考え方は成り立

つし、当面妥当ではないかということだと思いますけれども。 

 どうぞ。 

○藤城委員 今の主査がおっしゃったところの、１４ページの２段落目のところ
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の、いわゆる確定論的評価ということの位置付けなんですけれども、要するに、

確定論だから立地評価ではなくて設計評価でしてあるというので、ちょっと理解

しにくい。要するに、やり方としての話と、本来設計で扱うべき問題と、立地と

いう観点から扱うべき問題とでは議論が違うというふうに私は思いますので。こ

こだと、それぞれ一緒にして、確定論的評価だから設計で評価をするのではない

かというような言い方になっているのですが、そこは考慮した方がいいんではな

いか。というよりも、むしろ、仮に立地指針で─それはこれからどういうふう

にやるかというのは議論があるにしても、立地の条件をどう考えるかということ

を、確定論的な考え方で従来やってきたわけでありますし、それはそれなりの意

義があると思いますので、それをどうこれからとらえて、あるいは本当に、先ほ

どご紹介あったようにリスクだけで十分なのかどうかという議論を進めるべきだ

と私は思うのです。 

 そういった意味では、ここでいきなり結論的なことを、長期的課題と言うには、

もう少し今申し上げたような観点での書き方にすべきではないかなと思いますが、

いかがでしょうか。 

○久木田安全委員 すみません、具体的にどの部分を問題としていたのですか。 

○藤城委員 今の１４ページの２段落目、「さらに、公衆に対する放射線リスク

は」というところで、確かに原子炉設計に依存することはそのとおり問題ないの

ですが、そこを「設計の妥当性の評価のための決定論的評価として位置付けるの

を妥当と考える。」という最後のところです。 

○久木田安全委員 これは設計ということを強調し過ぎているというところが問

題だと思いますけれども、設計にせよ、立地にせよ、安全性を決定するための要

因であると考えて、立地だけを繰り出しているということよりは、より総合的な

安全評価というものを目指すべきだというのがこのあたりの趣旨かなと思います

けど。その「設計」という用語が目立ち過ぎているということは、ご指摘のとお

りだと思います。 

○山内委員 ちょっとよろしいですか。 

○平野主査 はい、どうぞ。 

○山内委員 僕も今の点は非常に気になるところで、立地評価指針で、今のここ

の議論というのは、どっちかというと、どうしても設計との絡みが問題になって
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いるのですが、僕なんかは、本来の立地審査指針というのは、本来は設計とは関

係ないところにあるというイメージが非常に強いのですよね。従って、今度、今

の流れでいきますと、まさに評価指針の中に取り込んでもいいのではないのか。

あるいは立地審査指針要らなくて、設計指針でいいのではないのかという議論と

結びついていく、そこをどう切り離すのかというのが、僕はやはり心配なのです。 

 従って、原子炉の場合も、他の原子炉施設についても同じなのですが、本来、

立地審査指針、いわゆる設計と切り離された意味での立地審査指針というのが必

要なのか不必要なのかということは、やはりはっきりした方がいいんじゃないの

かなというふうに感じていました。 

○本間委員 よろしいですか。 

○平野主査 はい。 

○本間委員 これは、良く分かりませんけれども、事務局が書いた文章、まず、

枕詞が「長期的には」というのが１個あることと、それから、これは決定論的評

価を位置付ける、どう位置付けるかということを言っているのであって、今の立

地評価について言っているわけではないのだと思うのですね。だから、その視点

から見ると、今、山内先生のおっしゃったことは当たると思うのですが、ちょっ

と設計が強調され過ぎているというところはありますけれども、決定論的評価と

いうものをどう位置付けるかということを言っているだけであって、今の立地評

価というものを設計に評価の中に位置付けるということまで言っているわけでは

ないと、私は思います。 

○平野主査 でも、１４ページの３行があって、「さらに、」というところに１

行開いているところで、ここが非常に目立つのですけれども、全体のトーンとし

ては、１３ページの方の第２段落にあるように、「よって、」というところであ

りますように、現行の考え方ですね。だから、現行の考え方というのは、原則的

基本条件、立地条件というのがあって、それは非常に定性的なのだけれども、そ

れを、いわば判断条件として基本的目標というのがあるわけですね。そこにかな

りの工学的な判断が入るわけですけれども、基本目標、重大事故、仮想事故でも

って決定される基本目標が、めやす線量も含めて満たされることをもって原則的

条件が満たされていると判断しますというふうに今なっているわけですね。その

考え方は、決しておかしいことではないということを、１３ページの第２フレー
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ズで言っていて、「しかしながら、」のところで、定性的に考えると、今のよう

な工学的判断で基本的目標を定めたやり方が十分なのかどうか、説明性が高いの

かということで、更に議論を展開して、シビアアクシデントをもう少し明確に考

慮したものにした方がいいのではないか。 

 また、設計の方が公衆の被ばくに対しても大きいのだから、設計指針、あるい

は評価指針の方で見るということで、そういうのもあるのではないかということ

を、るるいろいろと問題点を書いていくということで、表現は少し直すとして、

全体のトーンとしては、短期的なものとしては、長期的なものは、中長期的なも

のはということでご理解をいただければと思います。 

 少し設計に依存して、決定論的評価というところで少し目立ち過ぎるというこ

とで、その辺の表現は直したらいいと思います。 

○電気事業連合会（辻倉氏） よろしいですか。 

○平野主査 はい。 

○電気事業連合会（辻倉氏） タイトルで、決定論的評価に基づく離隔要求とい

うことで、離隔に対する評価方法として決定論的評価がいかがかということの論

点が前の方にあって、その部分についての展開は、それはそれで一つの論旨なの

で、よろしいかなと思うのですが、その後の、「さらに、」以降の論旨は、また

別のことが書いてあって、立地評価事故そのものをもう一度よく見てみると、立

地評価のための離隔を評価する部分と、やっている内容は設計の妥当性であると

か、その他のものを見ることとが入ってくるので、それについても今後見直して

いかないといけないねという体系の見直しの話が以下に出てきております。 

 更に、シビアアクシデントとの関係で見ていく必要があるということで、前の

方の入り口と、それから出口の部分が、中期的に課題のところまで展開するので

あれば、割合大きな話は２つ入ってくるように思います。そうしますと、先ほど

ご説明もありました、例えば、具体的に申しますと、スカイシャインですとかダ

イレクトのような評価は、先ほどもご議論ありましたが、押し上げ設計の問題で

すよねというような話になると、重大、仮想そのものの評価のモデルについてど

う議論するのかという話も全体の体系の中で議論していくように見えるのですけ

れども、もし記述していただけるとするならば、いわゆる全体の体系を長期的な

形で見直していくということであるのなら、シビアアクシデントの影響を取り組
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んでいくというところは当然あってよろしいわけですけれども、加えて、今のよ

うな趣旨で、全体の安全評価体系をそれぞれの設計のフレーズ、あるいは運用に

入ったフレーズ、立地の段階のフレーズというような形で体系的に見直していく

という、何かそういうグロスのメッセージになっていいのかなという気がするん

ですけれども。 

○平野主査 趣旨は良く分かりました。 

 １４ページの最後の４．２．の前の「これらより、」というところで、設計指

針・評価指針等で要求することが指針類の改訂の方向性と考えるということで、

そこで本格的に言っているつもりだと思うのですけれども、その辺の今のお話、

もう少し明確になるように修文をするということにしたいと思います。 

 その次は立地評価事故ですが、これは議論に入る前に、この前、辻倉さんのほ

うから、敷地境界でやるというのはおかしいんではないかという指摘がありまし

て、私もそうですけれども、事務局の方も、それについては別に敷地境界にこだ

わっているわけではなくて、事業者がコントロールできる、非居住区域として想

定できる境界というふうに考えて、非常に大ざっぱに敷地境界という言葉を使っ

たということで、敷地境界という言葉については、適切な表現に修正して議論を

したいと思います。 

 それでは、立地評価事故について。 

 どうぞ。 

○久木田安全委員 ４．１．の議論が比較的さらっと過ぎてしまったような気が

するのですけれども、先ほどから申し上げておりますように、今年度中の合意と

して、ここで表現されているようなスキーム、あるいは２２ページの図面で示さ

れたようなスキームについて、どれぐらい合意が得られるかということについて

は確認しておきたいというふうに思います。 

 ２２ページのチャートというのは、今の４．１．と関連していて、左側の決定

論的な評価、現在の枠組みというものは尊重するし、それから立地評価という形

でも評価を行うことについても尊重するけれども、それが技術的に十分な根拠を

持つためには、右側のものが今後の課題として整理されることが必要だという考

え方を示しているわけだと理解します。 

 ４．１．の後半の方では、右側のシャドーがかかった部分について述べている
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ものだと思うのですけれども、こういうことであるということについての確認を

いただきたい。わざわざこういうことを申し上げているのは、先ほど紹介があっ

た岡本委員のコメントというものもこれと関連していると思いますし、これまで

議論してきたことというのが、こういうことを基本的なイメージとして議論して

きたつもりだったのですけれども、それが委員の方々の共通理解となっているか

ということは確認すべきだと思います。 

○平野主査 それでは、前回説明していただいて、４章の議論は行けなかったの

ですけれども、今回も簡単な説明だけはしたのですけれども、議論は時間的に無

理ですが。といっても、もうあと５分なのですけれども、２２ページの、今回新

しく出たこの図について、短時間ですけれども、また次議論を続けることになる

と思いますが、ご意見がございましたらいただきたいと思います。こんなことで

いいかと、中間とりまとめ像ですね。 

 どうぞ。 

○本間委員 中長期課題のバックグラウンドに黒く網かけがあるのですが、この

網かけは安全目標案と防災要件の明確化のところにはかかっていない。これは意

味があるのでしょうか。 

○日高安全調査管理官 特に意味はございません。 

○本間委員 含めて考えるのでしょうか、離して考えるのでしょうか。 

○日高安全調査管理官 中まで入っているということです。 

○久木田安全委員 そういうことを含めて、この場で中・長期的課題については

作業スケジュールまで、あるいはどこの場で議論するかということまで提案でき

るものではないということだと思います。 

○梶本委員 ちょっとよろしいですか。 

○平野主査 どうぞ。 

○梶本委員 ２２ページのこの図、表６．１ですが、この件の議論については概

ねいいと思うのですが、この中・長期的課題のところにいろいろ、それを構成す

る要素については書いてあるのですが、これがどこに向かおうとしているかとい

うのがあまり明確に見えない。だから、この中・長期的課題でもって、これは立

地小委なのか、指針体系化なのかがよく分かりませんが、この中・長期的課題の

方の網かけが付いている方は、今の枠は増やすとしても、どこにこれが向かおう
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としているかという、そのターゲットが見える要素を一部図の中に入れるべきで

はないかと思います。 

○久木田安全委員 今のは、先ほどの回答とも関連すると思いますけれども、安

全目標の検討とも含めて、立地だけではない、非常にブロードな問題も一応関連

する課題として掲げてある。 

 この中で、このチャート自体が非常に単純化のために舌足らずであることは当

然なのですけれども、この中であえて破線の矢印で書いてあるものが立地等に関

連性の高いものだという趣旨だと思います。 

○平野主査 どうぞ。 

○藤城委員 表の見方についてよく分からない。例えば、ソースタームの見直し

のところに、下に確率論的安全評価というのがあって、最新の知見ベースで短期

的に見直す時の四角の意味と、中・長期的課題としてやるのが二重に書かれてい

る。だから、どう読めばいいかというのが、これだけは余りに単純化されている

ので議論を呼びます。 

○久木田安全委員 そうですね。まず、そういったご指摘も含めてやっていただ

くためのチャートだというふうに思っています。 

 あまり時間がありませんけれども、ソースタームについても、それから決定論

的手法についても、現行の知見をベースにある判断をすることはできる。それに

対して、右側で書いてありますのは、内容としては同じようなものであったとし

ても、規制の一環としてそういうものをやっている。例えば、決定論的手法の中

でクレジットをとっている安全防護系、あるいは格納容器の健全性についても、

その裏付けとしての右側の規制ベースの評価というものが、本来はあるべきであ

ろうというような趣旨で書かれているのだと思います。 

○平野主査 他にどうでしょうか。 

○酒井委員 そこから離れてよろしいですか。 

○平野主査 どうぞ。 

○酒井委員 １箇所だけ、引用部分で恐縮ですけれども、１８ページ目、上から

４行目、ＩＣＲＰのPub.１０３の引用なのですが、これは「がんの重大な」と書

いてありますが、恐らく「意味のある」、「有意な」だと思います。「signific

ant」の訳だと思います。訳で意味合いがかなり違ってきますのでご指摘させて
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いただきます。 

○平野主査 はい、ありがとうございます。 

 大変申しわけないのですけれども、予定の時刻を少し過ぎてしまいましたので、

また次回に議論を続けるということにしたいと思います。 

 特に、表６．１あるいは図６．１と言った方がいいのか、については、今後の

議論の方向性をまとめていくものなので、他のところ、この案について既に多分

９回というよりも、７回、８回の時に出たものを全体をまとめて９回に出したの

で、既に各委員の方はコメントを文章で出されているとは思うのですけれども、

特にこの２２ページの表６．１については、是非１週間ぐらいのうちにコメント

をいただきたいと思います。そして、事務局の方でこれからの議論の中間報告を

どういうふうに出すかというのは、何か出さなくてはいけないことはいけないわ

けですので、それの方向性を示すものになると思いますので、是非委員の方から

コメントをいただきたいと思います。 

 ということで、もう終わりにさせていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。特にどうしてもということがございましたら。 

 よろしければ、事務局の方から何か連絡事項ございましたら。 

○日高安全調査管理官 今日、進行が盛りだくさんになってしまったところもあ

るんですけれども、本日議論出来なかった４．３、４．４、４．５ですとか、あ

と論点についてもう少し明確に事務局の方でまとめまして、それから、放射線防

護ワーキング・グループに対する回答案等についても、次回是非検討させていた

だければ、審議させていただければと思います。 

 既にお知らせしておりますように、次回は３月９日、１３時３０分から、ここ

の建物の４階の第４特別会議室で開催する予定です。 

 以上です。 

○平野主査 では、本日の会合はこれで終了させていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

午前１２時３６分 閉会 
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